
 

令和７年度 

豊田市区長会 第２回 役員会 
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日 時  令和７年４月２３日（水） 午後２時から 

場 所  豊田市役所 南庁舎５階 南５１会議室 

 

区長会シンボルマークの趣旨 

 

このシンボルマークは､ 

「人づくり・まちづくり・幸せづくり」

をひとつひとつの輪に託し、心を合わせ

て伸びていくことを表現しています 

市民の誓いシンボルマークの趣旨 

 

「豊田市の花『ひまわり』の種をモチー

フに、本文の５項目を明るいラインで表

し、実践活動を通して、わたくしたち市

民の手で、豊田市を未来に向かって育て

伸ばそう」という意味を表しています。 

このシンボルマークは､市の花「ひまわ

り」のなかに５つの誓いを５本の指で表

現しています。 

 
 



次 　第

ページ

報告
内容

・別紙のとおりです。

依頼
内容

・地区区長会日程の確認を行い修正があれば区長会事務局へご連絡くだ
さい。

ページ

協議
内容

・別紙のとおりです。

報告
内容

・別紙のとおりです。

依頼
内容

・豊田市区長会及び豊田市区長会共済会から各地区区長会の口座に「地
区運営費」を振り込みます。（振込予定日：６月７日）
・変更の有無に関わらず、区長会事務局に口座の報告をお願いします。
【報告期限】５月９日（金）
【提 出 先】区長会事務局（地域交流課）又は支所
　　　　　　（電話：34-6629/FAX：35-4745）

協議
事項

・別紙のとおり各種委員への就任をお願いします。
・任意様式での承諾書等の提出が必要な方におかれましては、同封の書
類を区長会事務局に提出くださいますようお願いいたします。
【提 出 先】区長会事務局（電話：34-6629/FAX：35-4745）

協議
内容

・別紙のとおりです。

協議
内容

・別紙のとおりです。

協議
内容

・別紙のとおりです。

1
―

４　区長会　報告・確認・協議事項

区長会総会の運営（案）について

3

5

2

1
役員会・総務委員会合同研修会について（案）

区長会費用弁償の支給について

2
―

―
4

4

7

2

第５７回おいでん祭りの協賛について

―

6 12
―

別
紙

地区区長会運営費の口座確認について

区長会役員への各種委員委嘱（案）について

5
―

7

警察署と地区区長会との連携について

―

【司会　阿垣副会長／場所　市役所南庁舎５階　南５１会議室】

２　会長　挨拶

３　豊田警察署 報告・説明

1
犯罪発生状況・交通事故発生状況について

別
紙―

深津書記１　豊田市民の誓い唱和

区長便依頼の可否判断について
15

―



ページ

報告
内容

・状況は別紙のとおりです。
・事故報告書等は早めに提出をお願いします。
※事故報告書は原則５日以内です。すぐに事故報告書を提出できない場
合は、事故後直ちに支所又は区長会事務局へご一報ください。

資料
番号

依頼
内容

・社会福祉協議会の事業について説明
・社協会費・共同募金・日赤活動資金の募集
【連絡先(社協事業・会費等の募集について)】
豊田市社会福祉協議会総務課（電話：34－1131/FAX：32－6011）

依頼
内容

・一斉改選に伴う民生委員の候補者調書の提出をお願いします。
・5月地区区長会に市職員及び地区民児協役員が出席し、様式の提供及び
概要説明を行います。
【期限】令和７年８月２５日（月）
【連絡先】よりそい支援課（電話：34-6791/FAX：33-2940）

依頼
内容

・避難行動要支援者の支援について、昨年度に引き続きご協力をお願い
します。
・6月地区区長会に市職員が出席し、避難行動要支援者名簿の更新、名簿
の活用方法等の説明を行います。
【連絡先】よりそい支援課（TEL:34-6791 / FAX:33-2940）

依頼
内容

・防災行政無線を通じて訓練放送が実施されます。
・受信状況の確認をお願いします（自治区放送施設を有する自治区の
み）。
【連絡先】防災対策課
           電話：34-6750/FAX：34-6048
           メール：bousai@city.toyota.aichi.jp

16
―

５　共済会運営委員会 報告事項

1

今期見舞金の支給状況について

2
ー

1

社会福祉協議会

６　豊田市等からの依頼・情報提供事項

-

2

一斉改選に伴う民生委員・児童委員、主任児童委員の候補者の選出について よりそい支援課

1

社会福祉協議会の会費等の募集について

防災対策課

44

令和７年度全国一斉情報伝達訓練の実施について

3

避難行動要支援者の支援について よりそい支援課

3
ー

mailto:bousai@city.toyota.aichi.jp


依頼
内容

・高齢者の生活を地域のネットワークで総合的に支えるために、中学校
区ごとに設置している高齢者の総合相談窓口である地域包括支援セン
ターから、会議等への参加や回覧の依頼等をさせていただくことがあり
ますので、御協力をお願いします。
【連絡先】高齢福祉課（電話：34-6984/FAX：34-6793）

依頼
内容

・平成２９年１１月２７日に市、豊田市区長会等との間で締結した「徘
徊高齢者等の早期発見等の取組に関する協定書」に基づき、当課が行う
取組への御協力をお願いします。
【連絡先】高齢福祉課（電話：34-6984/FAX：34-6793）

依頼
内容

・国勢調査員の推薦にご協力お願いします。
・各地区区長会にお伺いし説明及び依頼をさせていただきます。
【期  限】令和７年６月１３日（金）
【連絡先】庶務課
           電話：34-6986/FAX：33-2221
　　　　　 メール：shomu@city.toyota.aichi.jp

依頼
内容

・今回の文書は、依頼事項の事前案内です。後日、詳細を文書で正式に
依頼します。
【内容】
　○投票日当日の投票立会人(２名)の推薦、投票所施設の使用承諾
  ○期日前投票の投票管理者(１名)、投票立会人(２名)の推薦
  ○選挙公報の配布
【連絡先】選挙管理委員会事務局
           電話：34-6667/FAX：31-8623
　　　　　メール：senkyo@city.toyota.aichi.jp

情報
提供

・各地区コミュニティ会議に、チアグランパスの派遣を案内するもので
す。
  【申込締切】令和７年７月３１日（木）
　【連絡先】魅力創造部観光誘客推進課
             電話：34-6758/FAX：32-9779
　　　　　　 メール:kankou@city.toyota.aichi.jp

6

5

豊田市地域包括支援センター事業への協力について 高齢福祉課

5
-

6
－

高齢福祉課

-

8

行方不明高齢者等に関する取組への御協力のお願い

7

令和７年国勢調査における調査員の推薦について（お願い） （総）庶務課

7
－

選挙管理委員会
事務局

第２７回参議院議員通常選挙における投票管理者等の推薦の御協力について
（事前案内）

8

9

名古屋グランパス盆踊りプロジェクト「チアグランパス」の派遣について 観光誘客推進課

9
-
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情報
提供

・条例、盛土規制法の内容を説明します。
【連絡先】開発調整課（ 電話 ： 34-6744 ／ FAX ： 34-6011 ）

報告
内容

二十歳のつどい検討委員会における検討結果について報告します。
【概要】会場について、委託費について等
【連絡先】こども・若者政策課（電話：34-6630 /FAX：34-6938 ）

情報
提供

・第８次豊田市防犯活動行動計画を策定について

【連絡先】交通安全防犯課
           電話：34-6633/FAX：32-3794
           メール：bouhan@city.toyota.aichi.jp

・・・ 17

区長会として市に要望したいこと、自治区運営で困っていて他自治区に聞きたいこと

９　その他

【参考資料】自治区・地区コミュニティ会議等に対する委員推薦依頼一覧 ･･････ 別紙

８　意見交換

【第３回役員会】　　５月２８日（水）　１４：００～　　市役所南庁舎５階　南５1会議室

12
-

７　５月区長便のお知らせ

11

二十歳のつどい検討委員会での検討結果について
こども・若者政

策課

12

第８次豊田市防犯活動行動計画の策定について 交通安全防犯課

11
-

10

条例、盛土規制法について 開発調整課

10
-

mailto:bouhan@city.toyota.aichi.jp


 

役員会・総務委員会合同研修会について（案） 

 

１ 日程：令和７年７月１７日（木） 

 

２ 対象：役員及び総務委員 

 

３ 目的：災害対策を中心に、他市の事例について学び自治区運営の参考とする。 

 

４ 視察先候補について 

 ・以下の２案について希望する順を決定してください。 

 ・視察先の都合により、内容が変更となる場合があります。 

 

（１）長野（日帰り） 

＝主な視察先＝ 

・南木曾町土石流（南木曾町） 

 平成２６年に南木曾町で発生した土石流災害の現場見学や、防災についての取組等

のお話を、町の担当者や自治会の方々から伺う予定。 

  ・お昼/散策場所 馬籠宿 

  

（２）滋賀（日帰り） 

＝主な視察先＝ 

・大野木長寿村まちづくり会（地域の支え合いに関する取組） 

 高齢者の困りごと支援（修理、草刈り、相談）、付き添い支援サービスや移動売店な

ど、集落の課題解決に取り組んでいる。豊田市のお助け隊と類似の活動をしているた

め、情報交換などを実施する予定。 

  ・お昼/散策場所 長浜市内 

 

 

 

別紙 
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豊田市区長会費用弁償支給規程 

 

１ 支給対象となる会議等 

（１）区長会定例会議としての役員会、４役会議、総務委員会、会計監査、   

選考委員会 

（２）区長会活動の一環として、臨時に開催される会議等で、会長が必要と認

めるもの 

（３）主催団体からの正式な依頼により、区長会代表委員として会議、行事に

出席した場合で、主催団体から報酬、謝礼、報償金又は費用弁償の類が

支給されない場合 

２ 費用弁償の額 

   費用弁償の額は、交通費実費支弁額とし、次の区分による額とする。 

（１）会議等の場所から地区区長会の属する交流館・支所までの距離を直線で

測定し、全行程が１km以上ある場合に、３０円／km （全行程で１km 未

満の端数は切り捨てる。）を支給する。 

（２）会議等の場所が豊田市役所である場合の費用弁償額は、下表のとおりと

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）区長会会長が出席するもので、区長会行事（総会、役員会、４役会など）

を除く会議及び行事に出席したときは、前号の規定による費用弁償を行

わないものとし、１回につき３，０００円を支給する。 

 

 

区長会名 費用弁償額 区長会名 費用弁償額 

崇化館地区 30円 若園地区 570円 

梅坪台地区 150円 猿投台地区 270円 

浄水地区 240円 井郷地区 270円 

朝日丘地区 90円 猿投地区 480円 

逢妻地区 180円 保見地区 390円 

高橋地区 120円 石野地区 540円 

美里地区 120円 松平地区 360円 

益富地区 240円 藤岡地区 780円 

豊南地区 210円 藤岡南地区 540円 

末野原地区 270円 小原地区 1,260円 

上郷地区 450円 足助地区 900円 

竜神地区 270円 旭地区 1,470円 

若林地区 480円 下山地区 930円 

前林地区 540円 稲武地区 2,100円 
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附則  この規程は、平成１７年４月１日から施行する。 

 

  附則  この規程は、平成２４年４月１日から施行する。 

 

附則  この規程は、平成２８年４月１日から施行する。 

（区長会会長用の費用弁償を追加する。費用弁償の浄水地区を追加する。） 

 

附則  この規程は、令和２年４月１日から施行する。 

（区長会会長用の費用弁償を１回あたり２，０００円から３，０００円に

変更する。） 

 

 

区長会会長の行動費について（内規） 

  

 

会長の行動費について以下のとおりとする。 

 

費用弁償：３，０００円×１００回＝３００，０００円の定額で支給する。 

支払方法：年２回 （前期分９月、後期分３月） 

 

 

  附 則 

（施行期日） 

１ この内規は、平成２８年４月１日から施行する。 

（施行期日） 

１ この内規は、令和２年４月１日から施行する。 

 （費用弁償を１回あたり２，０００円から３，０００円に変更する。） 
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令和７年４月１７日 

 

«地区名» 地区区長会会長様 

 

                            豊田市区長会  

 

地区区長会運営費の口座確認について（依頼） 

 

 豊田市区長会では、役員会での報告事項の伝達や、地区内の円滑な協力体制構築のため、

毎月１回の地区区長会の実施をお願いしております。 

つきましては、各地区区長会に対し、「地区運営費」（35,000 円（区長会から 20,000 円、

共済会から 15,000 円）×自治区数）を地区区長会の口座に振り込みます。（振込予定：６月

７日（金）） 

現在把握しております口座は下記のとおりですので、ご確認いただき、情報変更の有無を

本紙にご記入の上、ご提出くださいますようお願いいたします。 

 

１ 現在の登録口座情報 

銀行名／口座番号：«振込口座_銀行名・支店名・口座番号» 

   口座名義：«口座名義» 

 

（口座情報変更有無について：レ点をお願いします。） 

□変更あり       □変更なし 

※変更のある地区は、口座情報の分かるページのコピーを添付してください。 

 

２ 提出方法 

以下どちらかの方法でご提出ください。 

① 区長会事務局（地域交流課）へＦＡＸ（３５－４７４５） 

② 区長会事務局（地域交流課）又は各支所窓口へ直接提出 

 

３ 提出期限 

  令和７年５月９日（金）までにご提出ください。 

   

                   【問合せ及び提出先】 

                    豊田市区長会事務局 中山、田中 

                    電 話：３４－６６２９ 

                    ＦＡＸ：３５－４７４５     
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区長会役員への各種委員委嘱状況について(令和７年４月現在）

　委嘱依頼数の経年比較

令和7年度 令和６年度 令和５年度 令和４年度 令和３年度 令和２年度

総委嘱依頼数 46 48 46 42 39 42

会　長 11 12 12 12 11 11

副会長 3 4 4 2 2 3

副会長兼書記 3 3 3 2 1 2

副会長兼会計 3 3 2 2 1 1

書　記 3 2 2 3 1 2

会　計 2 2 2 2 1 1

理　事 21 21 21 19 22 22

その他 0 1 0 0 0 0
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区長会役員への各種委員委嘱（案）

地区名 自治区名 職名 役員氏名

1 人事課 豊田市議員報酬等及び特別職の給料に関する審議会 委員 藤岡南 藤営 理事 小川和成

2 行政改革推進課 豊田市地域経営懇話会 委員 高橋 平井町 理事 鈴村延保

3 環境政策課 豊田市環境審議会 委員 豊南 下野見 理事 杉浦正春

4 循環型社会推進課 とよたエコライフ倶楽部 代表 藤岡 上渡合 副会長兼書記 阿垣剛史

5 環境保全課 不良な生活環境を解消するための審議会 委員 若園 中根 理事 加藤孝雄

6 商業観光課 豊田おいでんまつり実行委員会 委員 崇化館 二区東部 書記 深津澄男

7 産業労働課 中村寿一・豊田喜一郎顕彰会 世話人 益富 五ケ丘第８ 会長 高村伸一

8 交通政策課 豊田市公共交通会議 委員 足助 足助 理事 三宅利幸

9 西山公園 緑の募金委員会 副会長 益富 五ケ丘第８ 会長 高村伸一

10 公園緑地つかう課 豊田市市街地緑地保全審議会 委員 浄水 向山 理事 足羽隼哉

11 こども・若者政策課 子どもにやさしいまちづくり推進会議 委員 逢妻 本地 理事 杉本剛

12 こども・若者政策課 社会を明るくする運動　豊田市推進委員会 委員 益富 五ケ丘第８ 会長 高村伸一

13 都市計画課 名古屋鉄道三河線整備促進期成同盟会 会員 若林 若林 副会長 都築淳

14 都市計画課 豊田市都市計画審議会 委員 美里 神池 理事 佐藤弘

15 経営戦略課 豊田市市政顧問会議 委員 益富 五ケ丘第８ 会長 高村伸一

16 秘書課 豊田市表彰審査委員会 委員 藤岡 上渡合 副会長兼書記 阿垣剛史

17 国際まちづくり推進課 豊田市多文化共生推進協議会 委員 保見 公団保見ケ丘 理事 楓原和子

18 地域支援課 豊田市民の誓い推進協議会 役員 井郷 高町 理事 堀俊裕

19 交通安全防犯課 豊田市交通安全　市民会議 会長 益富 五ケ丘第８ 会長 高村伸一

20 防災対策課 豊田市防災会議 委員 益富 五ケ丘第８ 会長 高村伸一

21 防災対策課 豊田市国民保護協議会 委員 益富 五ケ丘第８ 会長 高村伸一

22 地域包括ケア企画課 （公財）豊田地域医療センター 評議員 益富 五ケ丘第８ 会長 高村伸一

23 総務監査課 豊田市社会福祉審議会 委員 朝日丘 下林 理事 成瀬和美

24 よりそい支援課 豊田市民生委員推薦会 委員 前林 堤町 理事 石川清一

25 社会福祉法人豊田市福祉事業団 豊田市福祉事業団理事会 理事 梅坪台 京町 理事 鈴木重久

26 経営管理課 豊田市上下水道事業審議会 委員 末野原 渡刈町 理事 深津浩彦

27 公益社団法人豊田市シルバー人材センター 公益社団法人豊田市シルバー人材センター理事会 理事 下山 和合 理事 加藤幸峰

28  豊田・みよし防犯協会連合会事務局 豊田・みよし防犯協会連合会 副会長 益富 五ケ丘第８ 会長 高村伸一

29  豊田・みよし防犯協会連合会事務局 豊田・みよし防犯協会連合会 監事 猿投 さなげ台 副会長兼会計 辻直樹

30  豊田・みよし防犯協会連合会事務局 豊田・みよし防犯協会連合会  常任理事 竜神 竹中 理事 鈴木靖彦

31 豊田市社会福祉協議会 地域福祉活動推進委員会 委員長 上郷 広美町 会計 倉橋学

32 豊田市社会福祉協議会 地域福祉活動計画策定委員会 副委員長 若林 若林 副会長 都築淳

33 豊田市社会福祉協議会  ①豊田市社会福祉協議会②豊田市共同募金委員会  ①副会長②会長 益富 五ケ丘第８ 会長 高村伸一

34 豊田市社会福祉協議会  ①豊田市社会福祉協議会②豊田市共同募金委員会 ①②評議員 猿投 さなげ台 副会長兼会計 辻直樹

35 豊田年金事務所 年金委員 委員 益富 五ケ丘第８ 会長 高村伸一

36 豊田年金事務所 年金委員 委員 若林 若林 副会長 都築淳

37 豊田年金事務所 年金委員 委員 藤岡 上渡合 副会長兼書記 阿垣剛史

38 豊田年金事務所 年金委員 委員 猿投 さなげ台 副会長兼会計 辻直樹

39 豊田年金事務所 年金委員 委員 崇化館 二区東部 書記 深津澄男

40 豊田年金事務所 年金委員 委員 上郷 広美町 会計 倉橋学

41 開発調整課 豊田市開発事業対策協議会 委員 石野 城見町 理事 大岩芳伸

42 ラリーまちづくり推進課 豊田市ラリーをいかしたまちづくり実行委員会 委員 旭 笹戸 理事 後藤康仁

43 循環型社会推進課 資源循環促進検討会議 構成員 松平 岩倉東 理事 小野田 勝己

44 環境政策課 とよた・ゼロカーボンネットワーク 副会長 崇化館 二区東部 書記 深津澄男

45 都市計画課 土地利用関連計画策定懇談会 委員 猿投台 青木 理事 塚本政幸

46 教育政策課 豊田市教育行政計画審議会 委員 小原 大平 理事 加藤　章

№
所管する

所属・機関
組織名

就任する
役職

R７
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豊田市区長会定期総会運営について 

１ 概 要 

（１）期  日   令和７年５月１０日（土） 

（２）時  間   午前１０時３０分 開会 （受付：１０時開始） 

（３）会  場   豊田市民文化会館 小ホール（豊田市小坂町１２－１００） 

（４）対 象 者   令和７年度区長、令和６年度４役、区長永年表彰者、一般表彰者 

（５）来賓予定   市長・市議会議長・社会福祉協議会長・地域活躍部長 

          豊田警察署長・足助警察署長 

２ スケジュール 

令和６・７年度４役及び令和７年度正副総務委員長は、１０時２０分に壇上へご集合ください。 

予定時間 令和７年度区長 

１０：２０ 
自由席 

※出欠の変更があった場合は、令和７年度役員が取りまとめて受付に報告 

１０：３０ 総会開会 

１１：４５ 総会閉会・解散 

 

３ 出欠確認体制 

 総会当日の受付混雑回避のため、役員の皆様は４月２５日（金）までに別紙「総会出欠確認票」

にて地区の出欠を取りまとめ、支所または地域交流課に御提出ください。（ＦＡＸ可） 

地区名 自治区名 区長名 地区名 自治区名 区長名 

崇化館(12) 二区東部 深津澄男 若  園(3) 中 根 加藤孝雄 

梅坪台(4) 京 町 鈴木重久 猿投台(11) 青 木 塚本政幸 

浄 水(5) 向 山 足羽隼哉 井  郷(5) 高 町 堀 俊裕 

朝日丘(7) 下 林 成瀬和美 猿  投(8) さなげ台 辻 直樹 

逢  妻(11) 本 地 杉本 剛 保  見(13) 公団保見ケ丘 楓原和子 

高  橋(15) 平井町 鈴村延保 石  野(19) 城見町 大岩芳伸 

美  里(14) 神 池 佐藤 弘 松  平(22) 岩倉東 小野田勝己 

益  富(14) 五ケ丘第８ 高村伸一 藤 岡(18) 上渡合 阿垣剛史 

豊  南(9) 下野見 杉浦正春 藤岡南(6) 藤 営 小川和成 

末野原(11) 渡刈町 深津浩彦 小 原(12) 大 平 加藤 章 

上  郷(17) 広美町 倉橋 学 足 助(14) 足 助 三宅利幸 

竜  神(8) 竹 中 鈴木靖彦 下 山(7) 和 合 加藤幸峰 

若  林(4) 若 林 都築 淳 旭(5) 笹 戸 後藤康仁 

前  林(11) 堤 町 石川清一 稲 武(13) 小田木町 永井建次 

※ ４月２６日以降に出欠の変更があった場合は、役員が地区ごとに取りまとめて総会当日に会場

受付へ御報告をお願いします。 
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令和７年度 総会進行・役割分担表 

時間 内 容 担 当 備 考 

10：00 

10：30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11：00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11：20 

 

 

 

 

 

 

 

 

11：40 

受 付 事務局  

市民の誓い唱和 深津 澄男 前副会長（司会者） 

開会のことば 高村 伸一 前副会長兼書記 

会長あいさつ 阿垣 剛史 前会長（３分） 

永年退職区長 豊田市感謝状贈呈 太田 稔彦 市長 

永年退職区長 区長会感謝状贈呈 阿垣 剛史 前会長 

表彰規程に基づく区長会感謝状贈呈 阿垣 剛史 〃 

総務大臣表彰受賞披露（中條、高橋 両区長） 阿垣 剛史 〃 

来賓祝辞 太田 稔彦 市長（３分） 

 〃 羽根田利明 豊田市議会議長（３分） 

 〃 木村 紀夫 豊田警察署長（３分） 

（足助警察署長・社会福祉協議会長・地域活躍部長は自席であいさつ） 

 

―休 憩― 

                            

総会議長選出 深津 澄男 前副会長 

議長登壇 北村 猛志 美里地区 

 （以下議案ごとに 美里地区で拍手への協力） 

令和６年度豊田市区長会事業 報告 都築 淳 前副会長兼会計 

〃      会計決算 報告 都築 淳 前副会長兼会計 

〃      会計監査 報告 柴田 淳二 前会計監査 

令和６年度区長会共済会事業 報告 都築 淳 前副会長兼会計 

〃      会計決算 報告 都築 淳 前副会長兼会計 

〃      会計監査 報告 柴田 淳二 前会計監査 

令和７年度豊田市区長会役員選任 報告 太田 錬治 選考委員長 

前４役降壇   

会長あいさつ 高村 伸一 新会長（３分） 

自己紹介（４役・総務委員会正副委員長） 

令和７年度豊田市区長会事業計画 提案 辻 直樹 新副会長兼会計 

〃      会計予算 提案 辻 直樹 新副会長兼会計 
令和７年度区長会共済会事業計画 提案 辻 直樹 新副会長兼会計 

〃      会計予算 提案 辻 直樹 新副会長兼会計 
議長降壇   

閉会のことば 都築 淳 新副会長 

進行 都築 淳 新副会長 

連絡事項 「まちと川を美しくする会」推進と

報告会  事業報告及び事業計画 
阿垣 剛史 新副会長兼書記 
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国旗 市旗

辻
新総務
委員長 倉橋

新総務
副委員長 加藤 阿垣 市長

監査 近藤 深津 議長

選考委員 柴田 高村 豊田署

太田 都築 足助署

後田 社協

近藤
地域活
躍部長

国旗 市旗

辻
新総務
委員長 倉橋

新総務
副委員長 加藤 阿垣

監査 近藤 深津

選考委員 柴田 高村

太田 都築

後田

近藤

司会

↓客席↓

豊田市区長会総会舞台展開図　２

令和7年度豊田市区長会総会

【１～４号議案時】
※新旧４役・新総務・

旧会計監査・選考委員長

議長

椅子

演台 花台

司会

↓客席↓

演台 花台

豊田市区長会総会舞台展開図 １

令和7年度豊田市区長会総会

【表彰式時】
※新旧４役・新総務・

旧会計監査・選考委員長

ハンドマイク
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国旗 市旗

高村

都築

阿垣

辻

深津

倉橋

総
務
副
委
員
長
　
近
藤
　
直
人
　
様

総
務
委
員
長
　
　
加
藤
　
繁
廣
　
様

会
　
計
　
　
　
　
倉
橋
　
　
学
　
様

書
　
記
　
　
　
　
深
津
　
澄
男
　
様

副
会
長
兼
会
計
　
辻
　
　
直
樹
　
様

副
会
長
兼
書
記
　
阿
垣
　
剛
史
　
様

副
会
長
　
　
　
　
都
築
　
　
淳
　
様

会
　
長
　
　
　
　
高
村
　
伸
一
　
様

司会

↓客席側を向いて整列↓

↓客席側を向いて整列↓

令和7年度豊田市区長会総会

新役員登壇後　以降

議長

椅子

演台 花台

豊田市区長会総会舞台展開図　3
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区
長

便
送

付
文

書
一

覧
月

文
 

書
 

名
担

当
課

種
類

送
付

先
４

月
５

月
①

環
境

美
化

特
定

外
来

生
物

「
オ

オ
キ

ン
ケ

イ
ギ

ク
」

の
防

除
環

境
政

策
課

回
覧

全
自

治
区

６
月

-
「

社
会

を
明

る
く

す
る

運
動

」
啓

発
ち

ら
し

こ
ど

も
・

若
者

政
策

課
回

覧
全

自
治

区
①

防
犯

活
動

特
殊

詐
欺

被
害

防
止

啓
発

ち
ら

し
交

通
安

全
防

犯
課

回
覧

豊
田

警
察

署
管

内
の

自
治

区

①
屋

外
活

動
ダ

ニ
及

び
蚊

媒
介

感
染

症
予

防
啓

発
リ

ー
フ

レ
ッ

ト
感

染
症

予
防

課
回

覧
全

自
治

区

７
月

②
協

定
違

反
開

発
防

止
に

向
け

た
ポ

ス
タ

ー
掲

示
及

び
チ

ラ
シ

の
回

覧
（

公
民

連
携

に
よ

る
適

切
な

開
発

事
業

の
確

保
に

関
す

る
協

定
）

開
発

調
整

課
回

覧
全

自
治

区

-
社

協
だ

よ
り

社
会

福
祉

協
議

会
回

覧
下

山
地

区
以

外
の

自
治

区

①
防

犯
活

動
「

防
犯

あ
い

ち
」

及
び

「
防

犯
ポ

ス
タ

ー
」

防
犯

協
会

連
合

会
回

覧
配

付
豊

田
警

察
署

管
内

の
自

治
区

８
月

９
月

-
「

ボ
ラ

ン
テ

ィ
ア

講
座

」
の

開
催

社
会

福
祉

協
議

会
回

覧
全

自
治

区
①

防
犯

活
動

「
防

犯
あ

い
ち

秋
号

」
及

び
「

防
犯

ポ
ス

タ
ー

」
防

犯
協

会
連

合
会

回
覧

配
付

豊
田

警
察

署
管

内
の

自
治

区

10
月

-
男

女
共

同
参

画
情

報
誌

「
ク

ロ
ー

バ
ー

第
48

号
」

と
よ

た
男

女
共

同
参

画
セ

ン
タ

ー
回

覧
全

自
治

区
11

月
-

と
よ

た
エ

コ
ラ

イ
フ

倶
楽

部
通

信
循

環
型

社
会

推
進

課
回

覧
全

自
治

区
①

防
犯

活
動

「
防

犯
あ

い
ち

」
及

び
「

防
犯

ポ
ス

タ
ー

」
防

犯
協

会
連

合
会

回
覧

配
付

豊
田

警
察

署
管

内
の

自
治

区

12
月

１
月

-
事

業
団

広
報

紙
「

各
駅

停
車

」
豊

田
市

福
祉

事
業

団
回

覧
全

自
治

区
２

月
-

社
協

だ
よ

り
社

会
福

祉
協

議
会

回
覧

下
山

地
区

以
外

の
自

治
区

３
月

③
ぼ

ら
ん

て
ぃ

あ
だ

よ
り

社
会

福
祉

協
議

会
配

付
ま

た
は

回
覧

旧
市

内
自

治
区

①
地

域
活

動
と

よ
た

市
民

福
祉

大
学

（
第

10
期

）
の

募
集

社
会

福
祉

協
議

会
回

覧
全

自
治

区
①

防
犯

活
動

「
防

犯
あ

い
ち

」
及

び
「

防
犯

ポ
ス

タ
ー

」
防

犯
協

会
連

合
会

回
覧

配
付

豊
田

警
察

署
管

内
の

自
治

区

①
自

治
区

活
動

に
関

係
が

あ
り

、
区

長
会

が
回

覧
す

べ
き

と
判

断
す

る
内

容
。

た
だ

し
、

「
広

報
と

よ
た

」
へ

掲
載

さ
れ
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容
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不
可

。
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別
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知

徹
底

を
図

る
必

要
が

あ
る

と
区

長
会

が
判

断
す

る
内

容
。

③
自

治
区

か
ら

回
覧

を
希

望
さ

れ
た

内
容

。
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令和７年度 豊田市区長会共済会 

 

第 ２ 回  運 営 委 員 会 

 

１ 見舞金の支給について 

該 当 期 間 
今期支給状況 前年同期状況 

件数 支給額（円） 件数 支給額（円） 

4 月 1 日 ～ 4 月 3 0 日 0 0 3 66,600 

１件あたりの平均支給額 ― 0 ― 22,200 

 

 

２ 賠償金の支給について 

該 当 期 間 
今期支給状況 前年同期状況 

件数 支給額（円） 件数 支給額（円） 

4 月 1 日 ～ 4 月 3 0 日 0 0 0 0 

 

 

 

《共済会事故報告書について》 

 

＊事故（ケガ）があったら主催者の責任として、病院へ行く事を勧めてください。 

        ↓ 

＊事故発生後、報告書５日以内に提出してください。  

       ↓ 

＊５日以内の提出が無理な場合は、区長会事務局へ一報を！  

 

＊日にちが経ってから病院へ行かれても、行事とケガの因果関係が分らなくなるため、原則認め

られなくなってしまいます。（提出が遅れた場合も同じです） 

 

 

                    【問合せ先】区長会事務局 中山 電話 ３４-６６２９ 
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５月区長便送付文書一覧 
※区長会ホームページ（https://www.toyota-kuchokai.org）でも、資料を掲載しています。 

 

№ 文 書 名 担当課 電話 種類 送付先 

1 
豊田市地域包括支援センター事業への協

力のお願い 
高齢福祉課 34-6984 依頼 全自治区 

２ 
行方不明高齢者等に関する取組への御協

力のお願い 
高齢福祉課 34-6984 依頼 全自治区 

３ 避難行動要支援者の支援 よりそい支援課 34-6791 依頼 全自治区 

４ 
第 27 回参議院議員通常選挙における投

票管理者等の推薦のご協力について 

選挙管理委員会

事務局 
34-6667 依頼 全自治区 

５ 豊田市指定ごみ袋のあっせん 清掃業務課 71-3003 依頼 全自治区 

６ 令和 7年度全国一斉情報伝達訓練の実施 防災対策課 34-6750 依頼 全自治区 

７ 
令和 7年度地区対策班及び指定緊急避難

場所･避難所への職員配置 
防災対策課 34-6750 通知 全自治区 

８ 令和７年度 春の「環境美化月間」 地域交流課 34-6629 通知 全自治区 

９ 
児童遊園・ちびっこ広場の危険箇所報告

等に対する謝礼金の支払い 
公園緑地課 34-6621 通知 関係自治区 

１０ 第 8次豊田市防犯活動行動計画 交通安全防犯課 34-6633 通知 全自治区 

１１ 「交通安全市民会議ニュース５月号」他 交通安全防犯課 34-6633 通知 全自治区 

１２ 
名古屋グランパス盆踊りプロジェクト 

「チアグランパス」の派遣 
観光誘客推進課 

052-261

-2662 
通知 全自治区 

１３ ぼらんてぃあだより 社会福祉協議会 31-1294 

配布

又は

回覧 

旧市内自治区 

１４ 
特定外来生物「オオキンケイギク」の防

除 
環境政策課 34-6650 回覧 全自治区 

１５ 
令和７年度自治区運営の手引様式集

(CD-ROM)掲載様式の訂正等について 
豊田市区長会 34-6629 通知 全自治区 

年 

１回 
区長会帽子 豊田市区長会 34-6629 配付 新区長の自治区 

 

区長便の空袋は、翌月配達時に回収いたしますので区長便ＢＯＸにお入れいただ

くか、お近くの支所へお持ちください。（提出物などを入れないようお願いします。） 

 

 

【地域交流課】電 話：（0565）34－6629  ＦＡＸ：（0565）35－4745 

      メール：chiikikouryu＠city.toyota.aichi.jp 
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「市民の誓いシンボルマーク」(平成 18 年制定) 
「豊田市の花『ひまわり』の種をモチーフに、本文の５項目

を明るいラインで表し、実践活動を通じて、わたくしたち
市民の手で、豊田市を未来に向かって育て伸ばそう」とい
う意味を表しています。 

 

豊田市民の誓い 
 

 わたくしたちは、七 州
しちしゅう

をのぞむ 美
うつく

しい山河
さ ん が

にかこまれ、 

 輝
かがや

かしい 衣
ころも

の里
さと

の歴史
れ き し

と伝統
でんとう

をうけつぎながら、 

   明日
あ す

に向
む

かって伸
の

びゆく豊田市
と よ た し

の市民
し み ん

です。 

 

    １   緑
みどり

をはぐくみ、川
かわ

を大切
たいせつ

にして、 

豊
ゆた

かな自然
し ぜ ん

を愛
あい

しましょう。 

１   スポーツに親
し た

しみ、教養
き ょ う よ う

を高
た か

めて、 

文化
ぶ ん か

の向上
こ う じ ょ う

につとめましょう。 

    １   元気
げ ん き

で 働
はたら

き、若
わか

い 力
ちから

をそだてて、 

幸
しあわ

せな家庭
か て い

をつくりましょう。 

    １   互
たが

いに助
たす

けあい、 心
こころ

の輪
わ

をひろげて、 

あたたかい町
まち

をつくりましょう。 

１   いのちを尊
とうと

び、きまりを守
ま も

って、 

住
す

みよい社会
し ゃ か い

をつくりましょう。 
                                                  （昭和５３年３月１日制定） 

       



　【参考資料】自治区・地区コミュニティ会議等に対する委員推薦依頼一覧 R7年4月1日現在（区長会事務局調査）

　　　　＊「地区」は中学校区のことを指します。 　　＊特定の地区のみに対する依頼は掲載していません。 　　　　＊掲載内容は調査時点のものです。内容・時期などが変更となる可能性があります。

所属 組織名 役職 人数 依頼先
区長への
依頼時期

任期 期間
次回

依頼年度
再任 備考

理事 各地区1人

育成員 各地区2人以上

スポーツ振興課
豊田市スポーツ

推進委員
委員

5～10人
（地区による）

地区コミュニ
ティ会議

毎年11月 2年 4月から2年間 R7年 可 ２年任期ですが委員によって任期満了年度にずれがあるため、毎年の依頼となります。

人権擁護委員 委員
各地区1人

(ただし足助地区2人)
地区区長会

毎年6月頃
・11月頃

3年
4月から3年間又は
10月から3年間

R7年 可 3年任期ですが委員によって任期満了年度にずれがあるため、毎年の依頼となります。

行政相談委員 委員 市内12地区から各1人 地区区長会 隔年9月頃 2年 4月から2年間 R8年 可 市内12地区は、支所担当ごとの区域です。

よりそい支援課
民生委員
児童委員

委員
1～5人程度

（自治区規模による）
自治区 3年ごと5月 3年 12月から3年間 随時 可 委員の辞職等により欠員が生じた場合は、随時後任委員をご推薦いただくことがあります。

所属 組織名 役職 人数 依頼先
区長への
依頼時期

任期 期間
次回

依頼年度
再任 備考

循環型社会推進課 環境委員 委員 1自治区1名以上 自治区 毎年2月 1年 4月～3月末 R7年 可 毎年、自治区長等選任報告書の中で報告を依頼しています。

交通安全防犯課 交通安全委員 委員 1自治区1名 自治区 毎年2月 1年 4月～3月末 R7年 可 毎年、自治区長等選任報告書の中で報告を依頼しています。

警察署生活安全
課

(交通安全防犯
防犯連絡所班長 班長

原則として小学校区に
１名

地区区長会 毎年2月 1年 4月～3月末 R7年 可
毎年度末に次期地区区長会長名とあわせて報告を依頼しています。
地区区長会長には必ず兼務していただいています。

防災対策課
自主防災会

連絡協議会役員
役員 各地区1名

自主防災会
（自治区）

毎年2月 1年 4月～3月末 R7年 可
毎年度末に次期地区区長会長名とあわせて報告を依頼しています。
地区の自主防災会長のどなたかに役員となっていただいています。

所属 組織名 役職 人数 依頼先
区長への
依頼時期

任期 期間
次回

依頼年度
再任 備考

（総）庶務課 国勢調査 調査員等 地区による 自治区
国勢調査
実施年度

R7年 （臨時依頼）担当課が区長会及び各地区で説明を行います。

（総）庶務課 農林業センサス 調査員等 地区による 自治区
農林業センサ
ス実施年度

R11年 （臨時依頼）担当課が区長会及び各地区で説明を行います。

選挙管理
委員会

選挙管理委員会
投票管理者
立会人等

地区による
自治区

地区区長会
選挙

実施年度
都度 （臨時依頼）担当課が区長会及び各地区で説明を行います。

所属 組織名 役職 人数 依頼先
区長への
依頼時期

任期 期間
次回

依頼年度
再任 備考

地域支援課
又は各支所

地域会議 委員 地区による 2年 4月から2年間 R7年
2期
まで

地区により、推薦母体や人数に違いがあります。次期任期はR8年4月から2年間。
自治区推薦枠を設けている地域会議は、自治区長名の推薦書を提出する必要があります。

農業委員会
事務局

農業委員会
農業委員

農地利用最適
化推進委員

地区による 3年 7月から3年間 R7年 可
地区により様々な決め方をしています。次期任期はR8年7月から3年間。
自治区長が選考や推薦に携わる地区があります。

こども・若者
政策課

保護司 保護司 地区による 2年
委嘱の日（5月25日
もしくは11月25
日）から2年間

都度 可 保護司の人材確保について、自治区に相談が行く場合があります。

1年任期ですが、２年以上続けられる方を希望します。

【選考に関する相談がある可能性があるもの】

R7年 可

市民相談課

【毎年選任をお願いしているもの】

【臨時的なもの】

【区長会役員会を通じて定期的に推薦等のご依頼をするもの】

こども・若者
政策課

豊田市青少年
健全育成

推進協議会

地区コミュニ
ティ会議

毎年11月 1年 4月～3月末
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 資料1  
 

令和７年４月２３日 
 

 
自 治 区 長  様 

                            
(社福)豊田市社会福祉協議会 

会 長 安田 明弘 
                         豊田市共同募金委員会 

会 長 阿垣 剛史 
                         日本赤十字社豊田市地区 

地区長 太田 稔彦 
 
 

社会福祉協議会の事業説明および会費等の募集について（依頼） 
 
 

日頃は本会の事業に格別のご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。 
さて、今年度の会費等の募集について、ご協力賜りますようお願いいたします。 

 
 

 
 説明事項 
  １ 令和７年度 社会福祉協議会 事業計画（概要） 
  ２ 令和７年度 会費等の募集 
  ３ 各地区の区長連絡会等での説明のお願い 
 

 
 
 
 

 
 
問合せ 豊田市社会福祉協議会 

総務課  電話︓３４－１１３１ 
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説明事項 １ 
 
社会福祉法人豊田市社会福祉協議会 令和７年度 事業計画（概要） 

 
 「地域福祉の推進役」である本会は、「第 2 次豊田市地域福祉計画・地域福祉活動計画」の基

本理念である “安心して自分らしく生きられる 支え合いのまちづくり” の実現に向けて、中核
的な役割を担うことが期待されています。 

本年度も、豊田市民をはじめ自治区、民生委員・児童委員、地区コミュニティ会議、学校、ボラ
ンティア、福祉団体、福祉事業所、医療機関、企業及び行政等の皆様とともに、「支え合いの地域
づくり」、「相談支援」、「在宅福祉」の 3 つの分野を中心とした各々の事業を着実に実践してい
きます。 

 
 
 
 
 
 

 
〇本会が今年度特に注力して取り組む６つの事項 
(1) 第 2 次豊田市地域福祉計画・地域福祉活動計画の実践（最終年）及び次期計画の策定 

 地域福祉に関わる人材、介護の専門人材の確保や育成を行い、地域福祉人材の活動支援の仕組
みを検討するとともに、支援を求める声を上げやすい社会の構築について取り組みます。 

(2) 地域福祉人材の育成 （地域福祉の担い手、介護の専門人材） 
 とよた市民福祉大学の開講、実践教室の開催及びとよた市民後見人養成講座等により、地域福

祉の推進に不可欠な“担い手”となる人材の確保、育成を行います。 
(3) 困難を抱える世帯等への包括的な相談支援と権利擁護支援 

 生活上の相談に包括的に応じられる体制を維持し、関係機関と連携して、相談者の自立した生
活を支援します。加えて、成年後見制度の啓発と利用促進を図るとともに、企業や団体と連携
した「結（ゆい）サポート〜くらし安心事業〜」などの権利擁護支援を行います。 

(4) コミュニティソーシャルワーカーによる住民主体の地域福祉活動支援 
 地域での生活課題の解決に向けて、地域福祉活動の啓発や地域ニーズに応じた企画の立案及び

社会資源の開発・調整等を行い、住民主体の地域福祉活動が実現できるよう支援します。 
(5) 法人事業の継続性の確保 

 住民の皆さまの理解を得て、会員会費、共同募金、寄付金等の自己財源確保に努め、持続可能
な組織を目指します。 

(6) 次の 50 年に向けた法人の体制強化  〜 ＮＥＸＴ（ネクスト）５０ 〜 
 令和 7 年 10 月の法人化 50 周年を絶好の契機と捉え、新たな“次の 50 年”に向けた法人基盤

の強化、地域福祉の担い手を活躍の場につなぐ仕組みづくり等の検討を進めます。また、市民
に対する本会への理解促進を図り、大人から子どもまでの多世代と本会がつながる機会を創出
します。

本会事業の 3 つの柱 
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説明事項 ２  
 

令和７年度の会費等の募集 
 

募集区分 
募集資材
配布時期 

自治区での 
募集時期 
（希望） 

集 約 
時 期 

(希望) 

募 集 金 額 
募 集 方 法 

自治区への助成基準 

社会福祉協議会 
会費 

４月下旬 ５月〜６月 ７月 

【賛助会員】  
1,000 円以上 

【普通会員】    
300 円以上 

 
戸別封筒 

前年度実績額の 
45％＋１万円 

を自治区福祉活動助
成金として助成（申
請による） 
＊旧町村地域につい
ては備考①参照 
 

共同募金 
（赤い羽根・歳
末たすけあい募
金の同時募集） 

９月下旬 
10 月〜 

 12 月 
12 月

末 
戸別封筒 

 

日本赤十字社 
活動資金 

９月下旬 
10 月〜 
   12 月 

 チラシ配布  

【備考】 
② 旧町村地域での社協会費実績に関わる自治区助成については「社協支所」事業に活用

します。 
 ②社会福祉協議会 会費募集事務協力費として豊田市区長会へ 596,000 円助成 

（2,000 円×298 自治区） 
 ③日本赤十字社 活動資金募集事務協力費として豊田市区長会へ 447,000 円助成 
  （1,500 円×298 自治区） 
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      豊田市社会福祉協議会「会費」 
      ご協力のお礼 

 
１ 昨年度実績 （令和 7 年３月 28 日現在） 

世   帯 298 自治区 22,414,925 円 
法   人 519 社 3,825,000 円 
団   体 20 団体 54,000 円 
施   設 44 施設 90,000 円 
合   計  26,383,925 円 

 
 
２ 主な使い道（一部抜粋） 
 ① 自治区、地区コミュニティ会議等が行う地域福祉活動への助成 
 ② 地域ふれあいサロンの支援  市内 249 か所 
 ③ 車いす用福祉車両・車いすの貸出 車両 547 台貸出 

車いす 1,100 台貸出 
 ④ 住民の地域参加活動を支援するボランティアセンターの運営 
 ⑤ 火災などの被災者へ見舞金の支給 
   被災 17 世帯 48 名に、見舞金（1,058,000 円）を支給 
 ⑥「とよた市民福祉大学」の開講・運営 
   地域福祉活動の担い手づくりを目的に「第 9 期」を開講 
   修了生 70 名（福祉入門コース 30 名、家庭介護コース 40 名） 
    ※修了生の中には、民生委員児童委員、コミュニティ会議福祉部会委員に就任される方、 
     ふれあいサロンの立ち上げ、子どもの居場所づくりやお助け隊活動に参加される方等、 
     地域で様々な活動で活躍される方がいらっしゃいます。 

  

車いす用福祉車両の様子 

豊田市社会福祉協議会 
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰｲﾒｰｼﾞｷｬﾗｸﾀｰ 

「ぼらんて君」 

とよた市民福祉大学受講の様子 
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赤い羽根募金・歳末たすけあい募金 
ご協力のお礼（豊田市共同募金委員会） 

 
１ 昨年度実績額（令和 7 年３月 28 日現在） 

戸 別 募 金 294 自治区 28,042,151 円 
法 人 募 金 227 社 1,309,750 円 
学 校 募 金 90 校 1,386,285 円 
職 域 募 金 248 件 698,398 円 
その他一般募金 80 件 2,697,197 円 
その他歳末募金 4 件 1,008,380 円 
テーマ型募金 46 件 180,773 円 
合 計  35,322,934 円 

 
２ 主な使い道（一部抜粋） 

① 小中学校等と連携した福祉実践教室 52 校実施 
② 長寿祝事業   5,338 件 
  市内の高齢者のみなさまへ長寿のお祝いと感謝の意を表 
  することを目的としてメッセージカードをお送りしました。 
③ 生活困窮者世帯への応援金支給 20 件 
④ 生活困窮者世帯への食料等の支給 
⑤ 県内の福祉事業の推進 
⑥ 介護人材の育成(初任者研修) 18 名(福祉センター)・16 名(足助) 

 
 
    日本赤十字社 「活動資金」 
    ご協力のお礼 （日本赤十字社豊田市地区） 
 
 
１ 昨年度実績（令和 7 年３月 28 日現在） 

 
 
 
 

２ 主な使い道（一部抜粋） 
 ① 市内小中高等学校104校加盟の「ＪＲＣ（青少年赤十字）」の活動支援（助成や活動PR） 
 ② 赤十字ボランティア「豊田市赤十字奉仕団」の活動支援 
 ③ 火災などの被災者へ救援物資等の支給 
    被災された9世帯に 

   日用品セット、毛布、タオルケットを配布 
   見舞金130,000円、死亡弔慰金10,000円を支給 

 
 

一 般 会 費 1,183 件 5,255,405 円 
法 人 会 費  262 社 1,815,192 円 
合 計  7,070,597 円 

被災者に渡される救援物資セット 

福祉実践教室の様子 

Ⓒ中央共同募金会 
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説明事項 3 各地区の区長連絡会等での説明のお願い 
 

次のとおり５月の地区区長連絡会で社会福祉協議会の事業等について説明をさせていただけるよ
うお取り計らいをお願いいたします。 

○所要時間    １０分程度 
○内  容    ①社協の事業内容  ②社協会費等の募集のお願い 
○お 願 い     次の日程にて説明を予定させていただきたいと考えておりますが、ご都合

の付かない地区につきましては、別に日程調整させていただきたく思います
のでご配慮くださいますようお願い申し上げます。 

事業等 説明日程（案） 
 地区名 場所 開催日 連絡会開始時間 
１ 崇化館 崇化館交流館 ５月１４日（水） １３︓３０〜 
２ 梅坪台 梅坪台交流館 ５月１３日（火） １７︓００〜 
３ 浄 水 浄水交流館 ５月 ３日（土） ９︓００〜 
４ 朝日丘 朝日丘交流館 ５月 ７日（水） １０︓００〜 
５ 逢 妻 逢妻交流館 ５月 ８日（木） １９︓００〜 
６ 高 橋 高橋交流館 ５月１３日（火） １９︓００〜 
７ 美 里 美里交流館 ５月１１日（日） １４︓３０〜 
８ 益 富 益富交流館 ５月 ４日（日） １６︓００〜 
９ 豊 南 豊南交流館 ５月 ７日（水） １７︓００〜 
10 末野原 末野原交流館 ５月 ７日（水） １７︓００〜 
11 上 郷 上郷交流館 ５月 ９日（金） １８︓３０〜 
12 竜 神 竜神交流館 ５月１４日（水） １７︓３０〜 
13 若 林 若林交流館 ４月２５日（金） １７︓００〜 
14 前 林 前林交流館 ５月 ９日（金） １９︓００〜 
15 若 園 若園交流館 ４月２５日（金） １３︓３０〜 
16 猿投台 猿投台交流館 ５月 ９日（金） １７︓００〜 
17 井 郷 井郷交流館 ５月 ７日（水） １５︓００〜 
18 猿 投 猿投北交流館 ５月１０日（土） １３︓００〜 
19 保 見 保見交流館 ５月 ９日（金） １８︓３０〜 
20 石 野 石野交流館 ５月 ８日（木） １９︓００〜 
21 松 平 松平交流館 ５月 ９日（金） １８︓００〜 
22 藤 岡 藤岡交流館 ５月１３日（火） １９︓００〜 
23 藤岡南 藤岡南交流館 ５月 ８日（木） １８︓００〜 
24 小 原 小原支所 ５月 ２日（金） １８︓００〜 
25 足 助 足助支所 ５月 ２日（金） １８︓３０〜 
26 下 山 下山支所 ５月 ８日（木） １４︓００〜 
27  旭 旭交流館 ５月 ７日（水） １３︓００〜 
28 稲 武 稲武支所 ５月 ７日（水） １９︓００〜 
問合せ先 

豊田市社会福祉協議会 総務課 電話︓３４－１１３１ FAX︓３２－６０１１ 







                        豊 よ 発 第 ３ ０ 号 

                令和７年４月２３日 

自治区長 様 

 

                        豊田市長 太 田 稔 彦 

                            (公 印 省 略) 

 

 

一斉改選に伴う民生委員・児童委員、主任児童委員の 

候補者の選出について（依頼） 

 

 福祉行政ならびに民生委員・児童委員活動には、日頃から多大なご理解とご協

力を賜り、厚く御礼申し上げます。 

 さて、地域住民の福祉に係る相談相手として、また、地域住民と福祉関係機関

とのつなぎ役として活動している民生委員・児童委員の任期が、令和７年１１月

３０日をもって満了となります。 

 つきましては、ご多忙のところ誠に恐縮ですが、次期の民生委員・児童委員、

主任児童委員候補者について、次頁以降の「民生委員・児童委員の選出要領」等

をご確認いただき、選出くださいますようお願い申し上げます。 

 

 

 

 

 

 

 

   ≪問合せ及び提出先≫ 

     豊田市役所よりそい支援課 つながり・民生担当 松井、山中、妻木  

〒471-8501 豊田市西町３丁目６０番地（東庁舎１階）  

電話 ３４－６７９１（直通）  

 

 

 

 

資料 ２ 



民生委員・児童委員の選出要領 

 

 

１ 選出人数 自 治 区 名 定 数 

○○自治区 ○名 

 

２ 提出書類  民生委員・児童委員候補者調書  ○部 

 

３ 提出期限  令令和和７７年年８８月月２２５５日日（（月月）） 

 

４ その他 

（１）複数の自治区から選出いただく場合【該当自治区のみ】 

（例：２つの自治区で１人の民生委員・児童委員が配置されている場合） 

複数の自治区から選出いただく場合には、関係する自治区で協議の上、候

補者調書の裏面に連名でご提出ください。（記名自署の場合は押印不要です） 

※候補者調書は全自治区長に配布しておりますので、複数の自治区から選出

される場合は、協議いただき１部のみご提出ください。 

 

（２）主任児童委員の選出について【地区区長会長及び選出自治区のみ】 

   主任児童委員については、地区区長会長に候補者調書（主任児童委員用）

を配布しています。地区区長会長の自治区とは別の自治区から選出する場合

は、地区区長会長と居住地の自治区長との連名で、ご提出ください。 

 

（３）任期 

  今回選出していただく委員の任期は 

   令和７年１２月１日～令和１０年１１月３０日  です。 

 

５ 問合せ及び提出先  豊田市役所 よりそい支援課 つながり・民生担当 

            担当者：松井、山中、妻木  

電話 ３４－６７９１（直通） 

 

 

 

 

 

令和７年５月 
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民生委員・児童委員、主任児童委員の概要 

 

１ 根拠法令 

   民生委員………民生委員法 

   児童委員………児童福祉法（民生委員は児童委員を兼ねる） 

   主任児童委員…児童福祉法（児童福祉を専門的に担当する） 

 

２ 民生委員・児童委員の身分 

   厚生労働大臣による委嘱 

   特別職の地方公務員 

※法により、無報酬。活動費用弁償（実費弁償）は、年額１２７,２００円  

 

３ 任期（次期）  

   ３年（再任可能） 令和７年１２月１日～令和１０年１１月３０日 

 

 

民生委員・児童委員、主任児童委員の主な活動 

  

 

民生委員・児童委員制度は、地域住民から福祉に関する相談を受け、支援を行

う制度です。 

民生委員・児童委員は、住民がそれぞれの能力に応じて自立した生活が営める

よう、住民の生活状態を必要に応じて適切に把握し、相談や助言、福祉サービス

についての情報提供などの援助や、関係行政機関の業務に対する協力、社会福祉

事業や活動への支援を行い、住民福祉の増進を図るための活動を行っています。

また、主任児童委員は、上記の活動の中でも児童福祉を中心に活動しています。 

 

【主な活動例】 

 
１ 各地区民生委員児童委員協議会（定例会）            月１回 
 
２ 豊田市民生委員児童委員協議会 総会               ６月 
                 全員協議会（研修会）       １月 
                 専門部会研修会等        年３回 
 
３ 地区協議会での独自活動（部会活動、奉仕活動、委員研修、     随時 
  ひとり暮らし高齢者を対象とした事業実施等） 
 
４ 福祉関係機関等が主催する会議、懇談会等への参加         随時 
 
５ ひとり暮らし高齢者、避難行動要支援者、徘徊高齢者等の見守りや  随時 
  各種福祉サービス等の手続きの協力 
 
６ 社会福祉協議会貸付業務や「赤い羽根共同募金」への協力      随時 
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７ 市が主催する各種民生委員・児童委員研修会への参加        随時 
８ 福祉に関する各種調査への協力                  随時 
 
９ 各種確認への協力                        随時 

（生計同一・居住実態等行政機関では証明できない事実に関する確認） 
 
10 児童虐待や育児不安などを抱える親子への支援活動         随時 
 
11  区長会、学校・こども園、高齢者クラブ等との情報交換       随時 

 

 

 

 

 

民生委員・児童委員、主任児童委員候補者選出要領 

 

 

民生委員・児童委員、主任児童委員候補者については、次のことにご留意いた

だき、選出してください（民生委員法等）。 

 

１ 民生委員・児童委員、主任児童委員の就任要件 

   民生委員・児童委員、主任児童委員として選出される方は、以下の要件を

満たす方とします。 

（１） 豊田市の議会の議員の選挙権を有する者     

年齢満１８歳以上、３か月以上豊田市に住所を有する者 

（２） 年齢について（就任日（令和７年１２月１日）時点） 

民生委員・児童委員、主任児童委員ともに、新任・再任ともに７５歳未満

の者とする。ただし、地域の実情を踏まえ、弾力的な運用（７５歳以上）が

可能である。 

（３） 他の公務員等との兼職 

   現職の人事委員、公平委員及び議員ではないこと 

 

２ 選出に際しての留意事項 

   現職の民生委員・児童委員については、本人の再任意向や活動状況等を踏

まえ、総合的に判断して選出してください。また、候補者は選出する自治区

の区長名で選出してください。（主任児童委員は、地区で２名又は３名の選出

となりますので、地区区長会長と住居地の自治区長との連名で選出してくだ

さい。） 

なお、円滑に選出事務が進められるよう、民生委員・児童委員に候補者選

出に関する自治区長への協力を依頼しています。また、民生委員・児童委員

に関するちらしを同封していますので、ご活用ください。 
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３ 適任者について（民生委員法等） 

   民生委員・児童委員、主任児童委員には、次のような方が適任です。 

 

（１）社会奉仕の精神に富み、人格識見ともに高く、生活経験が豊富で、常識が

あり、情理をわきまえることができる者。 

（２）その地域に居住しており、その地域の実情を十分承知していることに加え、

地域の住民が気軽に相談にいけるような者。 

（３）社会福祉の仕事に理解と熱意があり、これを行うための知識と技術を持ち、

または、その素養があり、かつ、実行力のある者。 

（４）児童及び妊産婦の保護、保健その他の福祉の仕事に関心をもち、児童の心

理を理解し、児童に接触して指導することができ、また、児童から親しみを

もたれる者。 

（５）生活が安定しており、健康であって、民生委員・児童委員活動に必要な時

間を割くことができる者。 

 

 

【（参考）「豊田市民生委員児童委員の定数方針について」より抜粋】 

民生委員・児童委員の受け持ち世帯数……１７０～３６０世帯／１委員 

主任児童委員の定数（地区民児協の定数３９人以下）……２人 

※ただし、いずれも区域内人口や面積、地理的条件、世帯構成等を総合的に

勘案し、弾力的な定数設定について留意する。 
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2022/4/12

1

●民生委員 ＝ 民生委員法で規定
●児童委員 ＝ 児童福祉法で規定（第１６条）

民生委員は児童委員に充てられる
●主任児童委員 ＝ 児童福祉法で規定（第１６条）

厚生労働大臣により児童委員の中から主任児童委員が指名
される

民生委員 ＝ 児童委員

主任児童委員

民生委員、児童委員、主任児童委員とは

主任児童委員以外 主任児童委員

担当地区 あり なし（中学校区全体）

対象範囲 全世帯、全年齢 児童・妊産婦 ※１

個別世帯支援 する しない ※１

※１ 児童・妊産婦以外への活動や個別世帯支援を全く
してはいけないということではない。

民生委員、児童委員、主任児童委員の職務
（民生委員法第１４条、児童福祉法第１７条）

民生委員（第１４条）「住民の」 児童委員（第１７条）「児童・妊産婦の」

見守り把握 生活状況を必要に応じて適切に把握 生活や環境の状況を適切に把握

相談・支援 自立した日常生活を送れるよう、相談に応じ、
助言や援助

サービスを利用するために必要な情報を
提供したり、援助や指導

福祉サービス利用するために必要な情報を
提供

連携・つなぎ役 社会福祉事業者・活動者と連携して、その
事業・活動を支援

事業者・活動者と連携し、事業・活動を支
援

協力 福祉事務所や関係行政機関の業務に協力 児童福祉司や福祉事務所の社会福祉主
事の行う職務に協力

地域づくり 児童の健やかな育成に関する機運の醸
成

●主任児童委員の職務（児童福祉法第１７条第２項・第３項）

主任児童委員は、児童委員の職務について、児童福祉の関係機関と（地区担当の）児童委員との連絡
調整を行うとともに、（地区担当の）児童委員の活動に対する援助・協力を行う。

●民生委員・児童委員の職務（民生委員法第１４条、児童福祉法第１７条）
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2022/4/12

2

児童委員の活動要領

主任児童委員の活動

関係機関と児童委員との連携
・連携し情報収集
・地域ぐるみの子育て啓発等の活動実施での中心的役割

児童委員への援助・協力
・個別事案は当該区域担当の児童委員と調整・相談の上

協力して行う。緊急を要する等のときは当該区域担当の児
童委員と連絡・調整を図りながら主体的に事案を扱うことも
必要。

地区担当民生委員への情報提供
・生活保護法・身体障害者福祉法、老人福祉法などは制

度の周知徹底にとどめ、これらに基づく個別世帯への援
助・協力を発見した際は当該区域担当の民生委員に連絡
する。

連携機関（例）：市、児相、保健所、学校・こども
園・児童健全育成関係機関等

児童委員の活動

実情の把握と記録

相談・支援

児童の健全育成のための
地域活動

児童虐待への取組

意見具申

連絡通報
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※定数については、令和７年4月までに自治区長から回答いただいたものです。（今後変更する場合あり） 

 

令和７年度一斉改選に向けた地区別選出委員数一覧 

地区協名 
民生委員児童委員 主任児童委員 

委員数計  
定数 定数 

1 崇 化 館 29 3 32  

2 梅 坪 台 12 2 14  

3 浄    水 12 2 14  

4 朝 日 丘 28 3 31  

5 逢   妻 34 3 37  

6 豊   南 28 3 31  

7 高   橋 30 2 32  

8 美   里 30 3 33  

9 益   富 21 2 23  

10 上   郷 21 2 23  

11 竜   神 26 3 29  

12 末 野 原 30 2 32  

13 若   林 22 2 24  

14 前   林 21 2 23  

15 若   園 15 2 17  

16 猿 投 台 18 2 20  

17 井   郷 16 2 18  

18 石   野 14 2 16  

19 猿   投 10 2 12  

20 保   見 19 2 21  

21 松   平 17 2 19  

22 藤   岡 15 2 17  

23 藤 岡 南 13 2 15  

24 小   原 12 2 14  

25 足   助 25 2 27  

26 下   山 12 2 14  

27 旭 12 2 14  

28 稲   武 12 2 14  

  合  計 554名 62名 616名  
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№ CD

　　年　 　　月　　 　日

　　年　 　　月　　 　日

区分

自　　　  　年　　　月　　　日　～　至　　 　 　年　　　月　　　日
再任

民生委員・児童委員（主任児童委員）の経験

生年月日

役　　職　　名

　　　歳

公的役職及びその他の団体の役職歴（自治区、コミュニティ、PTA等）

主要表彰歴（表彰、感謝状、国家褒章等）

表　彰　名 受賞年月

　　年　 　　月　　 　日

　　年　 　　月　　 　日

　　年　 　　月　　 　日

豊田市在住年数

新任

　　年　 　　月　　 　日

職　業

自　　　 　 年　　　月　　　日　～　至　　　  　年　　　月　　　日

  11． 無職 （元職種：　　　　　　　　　　　　　） 　12．その他　（　　　　　　　　　　　　　　　）　　

　　年　 　　月　　 　日

性 別

　　年　 　　月　　 　日

　　　　　年 市議会議員の選挙権

自

　　年　 　　月　　 　日

　８． 会社員　　９． 自営業　　10． 公務員　　

計　　　　　年　　　　月

　　年　 　　月　　 　日

至

担当区域

  １． 社会福祉事業従事者　  ２． 宗教家又は宗教教師　  ３． 医師又は歯科医師

有　・　無

　 地区

　４． その他医療従事者　  ５． 弁護士　  ６． 教育者　  ７． 農林水産業従事者　 

氏　名

 昭和 ・ 平成　　　　　　年 　　　　　月 　　　　　日

男 ・ 女

【自治区　　　　　　　　　　　　　　　　　　】

ふりがな

 豊田市　　　　　　　　　　町　　　　　　　　　　　　　　           　　番地　　　　　　

民生委員・児童委員　候補者調書

事務局使用欄

現住所

 【〒　　　　　　－　　　　　　　　　　　】

協議会地区

 連絡先【自宅又は携帯　　　　　　　　　－　　　　　　　　－　　　　　　　　　　】
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候補者として選出いたします。

　　　豊田市長　　太田　稔彦　　様

　　　　　　　　年　　　月　　　日

（ ）

（ ）

（ ） 自治区長

自治区長

自治区長

上記調書のとおり、 民生委員・児童委員

 （５）生活が安定しており、健康であって、民生委員・児童委員活動に必要な時間を割くこと
　　　ができる者。

　民生委員法及び民生委員・児童委員選任要領、主任児童委員選任要領（厚生労働省雇用均等・児童
家庭局及び社会・援護局通知）に基づき、委員の適格者として次の要件を満たす者とする。

★委員の適格要件

 （１）社会奉仕の精神に富み、人格識見ともに高く、生活経験が豊富で、常識があり、情理を
　 　 わきまえることができる者。

 （２）その地域に居住しており、その地域の実情を十分承知していることに加え、地域の住民
　　  が気軽に相談にいけるような者。

 （３）社会福祉の仕事に理解と熱意があり、これを行うための知識と技術を持ち、または、
 　   その素養があり、かつ、実行力のある者。

 （４）児童及び妊産婦の保護、保健その他の福祉の仕事に関心をもち、児童の心理を理解し
　　　、児童に接触して指導することができ、また、児童から親しみをもたれる者。

ﾁｪｯｸ欄

ﾁｪｯｸ欄

ﾁｪｯｸ欄

ﾁｪｯｸ欄

ﾁｪｯｸ欄
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№ CD事務局使用欄

民生委員・児童委員　候補者調書

協議会地区 崇化館 　 地区 担当区域
【自治区：　一区　　　　　　　　　】

　　　　挙母町、白浜町

現住所

 【〒　４７１　　－　　００２５　　　】

 豊田市　　　　西　　　　　町　　　　　３丁目　６０　 　番地

 連絡先【自宅又は携帯　　　０９０－１２３４－５６７８　 】

ふりがな と  よ  た 　た  ろ  う 性 別

氏　名 豊　田　太　郎 男 ・ 女

生年月日  昭和 ・ 平成　　３０　　年 　　１１　月 　２２　　日  ７０歳

豊田市在住年数 ２３　　年 市議会議員の選挙権 有　・　無

職　業

  １． 社会福祉事業従事者　  ２． 宗教家又は宗教教師　  ３． 医師又は歯科医師

　４． その他医療従事者　  ５． 弁護士　  ６． 教育者　  ７． 農林水産業従事者　 

　８． 会社員　　９． 自営業　　10． 公務員　　

  11． 無職 （元職種：　会社員　　　　　　　） 　12．その他　（　　　　　　　　　　　　　　　）

区分 民生委員・児童委員（主任児童委員）の経験

新任 再任
自 R４年１２月１日　～　至 R７年１１月３０日

計　３　年　４ 月
自 H３０年１２月１日　～　至 H３１年　３月３１日

公的役職及びその他の団体の役職歴（自治区、コミュニティ、PTA等）

役　　職　　名 自 至

　一区自治区長 　H２９年 ４月 １日 H３０年３月３１日

　崇化館コミュニティ会議書記 　H２８年  ４月 １日 H２９年３月３１日

　崇化館中学校ＰＴＡ会長 　S６２年　４月 １日 S６３年３月３１日

　豊田市長感謝状 H１５年　３月　１日

　社会福祉協議会長感謝状 H１２年１１月 １日

　　年　 　　月　　 　日 　　年　 　　月　　 　日

主要表彰歴（表彰、感謝状、国家褒章等）

表　彰　名 受賞年月

記入例

以下、候補者ご本人が記入

期間をあけて複数就任

経験がある場合は、

それぞれの期間を記入
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候補者として選出いたします。

　　　豊田市長　　太田　稔彦　　様

　　　　　　　令和　○　年　８　月　２　日

（ ）

（ ） 自治区長

（ ） 自治区長

 （５）生活が安定しており、健康であって、民生委員・児童委員活動に必要な時間を割くこと
　　　ができる者。

上記調書のとおり、 民生委員・児童委員

 自治区長

★委員の適格要件

　民生委員法及び民生委員・児童委員選任要領、主任児童委員選任要領（厚生労働省雇用均等・児童
家庭局及び社会・援護局通知）に基づき、委員の適格者として次の要件を満たす者とする。

 （１）社会奉仕の精神に富み、人格識見ともに高く、生活経験が豊富で、常識があり、情理を
　 　 わきまえることができる者。

 （２）その地域に居住しており、その地域の実情を十分承知していることに加え、地域の住民
　　  が気軽に相談にいけるような者。

 （３）社会福祉の仕事に理解と熱意があり、これを行うための知識と技術を持ち、または、
 　   その素養があり、かつ、実行力のある者。

 （４）児童及び妊産婦の保護、保健その他の福祉の仕事に関心をもち、児童の心理を理解し
　　　、児童に接触して指導することができ、また、児童から親しみをもたれる者。

ﾁｪｯｸ欄

ﾁｪｯｸ欄

ﾁｪｯｸ欄

ﾁｪｯｸ欄

ﾁｪｯｸ欄

以下、自治区長が記入

レ

レ

レ

レ

レ

挙 母 二 郎二区東部

※ 複数自治区からの選出の場合は、関係する自治区長の連名になります。

自治区長がご署名ください。
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№ CD事務局使用欄

現住所

 【〒　　　　　　－　　　　　　　　　　　】

有　・　無

 連絡先【自宅又は携帯　　　　　　　　　－　　　　　　　　－　　　　　　　　　　】

　　　歳

主任児童委員　候補者調書

職　業
　８． 会社員　　９． 自営業　　10． 公務員　　

  １． 社会福祉事業従事者　  ２． 宗教家又は宗教教師　  ３． 医師又は歯科医師

生年月日

　 地区協議会地区

 豊田市　　　　　　　　　　町　　　　　　　　　　　　　　           　　番地　　　　　　

再任

男 ・ 女

　　　　　年 市議会議員の選挙権

ふりがな 性 別

　４． その他医療従事者　  ５． 弁護士　  ６． 教育者　  ７． 農林水産業従事者　 

  11． 無職 （元職種：　　　　　　　　　　　　　） 　12．その他　（　　　　　　　　　　　　　　　）　　

豊田市在住年数

　　年　 　　月　　 　日

自 至

　　年　 　　月　　 　日

氏　名

 昭和 ・ 平成　　　　　　年 　　　　　月 　　　　　日

役　　職　　名

公的役職及びその他の団体の役職歴（自治区、コミュニティ、PTA等）

　　年　 　　月　　 　日

受賞年月

　　年　 　　月　　 　日

　　年　 　　月　　 　日

主要表彰歴（表彰、感謝状、国家褒章等）

　　年　 　　月　　 　日

　　年　 　　月　　 　日

　　年　 　　月　　 　日

　　年　 　　月　　 　日

　　年　 　　月　　 　日

区分 民生委員・児童委員（主任児童委員）の経験

計　　　　　年　　　　月
自　　　 　 年　　　月　　　日　～　至　　　  　年　　　月　　　日

自　　　  　年　　　月　　　日　～　至　　 　 　年　　　月　　　日
新任

表　彰　名
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候補者として選出いたします。

　　　豊田市長　　太田　稔彦　　様

　　　　　　　　年　　　月　　　日

（ ）

（ ） 自治区長

地区区長会長

上記調書のとおり、 主任児童委員

 （５）生活が安定しており、健康であって、民生委員・児童委員活動に必要な時間を割くこと
　　　ができる者。

　民生委員法及び民生委員・児童委員選任要領、主任児童委員選任要領（厚生労働省雇用均等・児童
家庭局及び社会・援護局通知）に基づき、委員の適格者として次の要件を満たす者とする。

★委員の適格要件

 （１）社会奉仕の精神に富み、人格識見ともに高く、生活経験が豊富で、常識があり、情理を
　 　 わきまえることができる者。

 （２）その地域に居住しており、その地域の実情を十分承知していることに加え、地域の住民
　　  が気軽に相談にいけるような者。

 （３）社会福祉の仕事に理解と熱意があり、これを行うための知識と技術を持ち、または、
 　   その素養があり、かつ、実行力のある者。

 （４）児童及び妊産婦の保護、保健その他の福祉の仕事に関心をもち、児童の心理を理解し
　　　、児童に接触して指導することができ、また、児童から親しみをもたれる者。

ﾁｪｯｸ欄

ﾁｪｯｸ欄

ﾁｪｯｸ欄

ﾁｪｯｸ欄

ﾁｪｯｸ欄
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№ CD

　豊田市長感謝状 H２９年　３月　１日

　社会福祉協議会長感謝状 H２８年１１月 １日

　　年　 　　月　　 　日 　　年　 　　月　　 　日

主要表彰歴（表彰、感謝状、国家褒章等）

表　彰　名 受賞年月

　崇化館中学校ＰＴＡ副会長 　S６２年　４月 １日 S６３年３月３１日

　　年　 　　月　　 　日 　　年　 　　月　　 　日

公的役職及びその他の団体の役職歴（自治区、コミュニティ、PTA等）

役　　職　　名 自 至

　崇化館コミュニティ会議書記 H２９年３月３１日　H２８年  ４月 １日

区分 民生委員・児童委員（主任児童委員）の経験

新任 再任
自 R４年１２月１日　～　至 R７年１１月３０日

計　３　年　４ 月
自 H３０年１２月１日　～　至 H３１年　３月３１日

豊田市在住年数 ４７　　年 市議会議員の選挙権 有　・　無

職　業

  １． 社会福祉事業従事者　  ２． 宗教家又は宗教教師　  ３． 医師又は歯科医師

　４． その他医療従事者　  ５． 弁護士　  ６． 教育者　  ７． 農林水産業従事者　 

　８． 会社員　　９． 自営業　　10． 公務員　　

  11． 無職 （元職種：　教育者　　　　　　　） 　12．その他　（　　　　　　　　　　　　　　　）

氏　名 豊　田　太　郎 男 ・ 女

生年月日  昭和 ・ 平成　　３１　　年 　　１１　月 　２２　　日  ６９歳

現住所

 【〒　４７１　　－　　００２５　　　】

 豊田市　　　　西　　　　　町　　　　　３丁目　６０　 　番地

 連絡先【自宅又は携帯　　　０９０－１２３４－５６７８　 】

ふりがな と  よ  た 　た  ろ  う 性 別

事務局使用欄

主任児童委員　候補者調書

協議会地区 崇化館 　 地区

記入例

以下、候補者ご本人が記入

期間をあけて複数就任

経験がある場合は、

それぞれの期間を記入
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候補者として選出いたします。

　　　豊田市長　　太田　稔彦　　様

　　　　　　　令和　○　年　８　月　２　日

（ ）

（ ） 自治区長

地区区長会長

 （５）生活が安定しており、健康であって、民生委員・児童委員活動に必要な時間を割くこと
　　　ができる者。

上記調書のとおり、 主任児童委員

★委員の適格要件

　民生委員法及び民生委員・児童委員選任要領、主任児童委員選任要領（厚生労働省雇用均等・児童
家庭局及び社会・援護局通知）に基づき、委員の適格者として次の要件を満たす者とする。

 （１）社会奉仕の精神に富み、人格識見ともに高く、生活経験が豊富で、常識があり、情理を
　 　 わきまえることができる者。

 （２）その地域に居住しており、その地域の実情を十分承知していることに加え、地域の住民
　　  が気軽に相談にいけるような者。

 （３）社会福祉の仕事に理解と熱意があり、これを行うための知識と技術を持ち、または、
 　   その素養があり、かつ、実行力のある者。

 （４）児童及び妊産婦の保護、保健その他の福祉の仕事に関心をもち、児童の心理を理解し
　　　、児童に接触して指導することができ、また、児童から親しみをもたれる者。

挙 母 二 郎崇化館

以下、自治区長が記入

※区長会長と、

候補者が属する

自治区長との

連名になります。
一区 向 日 葵

ﾁｪｯｸ欄

ﾁｪｯｸ欄

ﾁｪｯｸ欄

ﾁｪｯｸ欄

ﾁｪｯｸ欄

レ

レ

レ

レ

レ

地区区長会長がご署名ください。

候補者が属する自治区長がご署名ください。

（区長会長と同一自治区の場合は省略）

レ

レ

レ

レ

レ
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地区名 場所 曜日 開始時間

崇化館 崇化館交流館 水 13:30

梅坪台 梅坪台交流館 火 17:00

浄　水 浄水交流館 土 18:00

朝日丘 朝日丘交流館 水 10:00

逢　妻 逢妻交流館 木 19:00

高　橋 高橋交流館 火 19:00

美　里 美里交流館 日 14:30

益　富 益富交流館 日 16:00

豊　南 豊南交流館 水 17:00

末野原 末野原交流館 水 17:00

上　郷 上郷交流館 金 18:00

竜　神 竜神交流館 水 17:30

若　林 若林交流館 金 17:00

前　林 前林交流館 金 19:00

若　園 若園交流館 金 13:30

猿投台 猿投台交流館 金 17:00

井　郷 井郷交流館 水 15:00

猿　投 猿投北交流館 土 13:00

保　見 保見交流館 金 18:30

石　野 石野交流館 木 19:00

松　平 松平交流館 金 18:15

藤　岡 藤岡交流館 火 19:00

藤岡南 藤岡南交流館 木 18:00

小　原 小原支所 金 18:00

足　助 足助支所 金 18:30

下　山 下山支所 木 14:00

旭 旭交流館 水 13:00

稲　武 稲武支所 水 19:00

5月2日

5月2日

5月8日

5月7日

5月7日

5月9日

5月8日

5月9日

5月13日

5月8日

5月9日

5月30日

5月9日

5月7日

5月10日

5月7日

5月7日

5月9日

5月14日

5月30日

5月7日

5月8日

5月13日

5月11日

5月4日

５月度 地区区長会予定表

区長会開催日

5月14日

5月13日

5月3日
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令和７年４月２３日 

自治区長 様 

福祉部 よりそい支援課長 

岡本 裕之 
 

避難行動要支援者の支援について（お願い） 
 

皆様には、日頃から福祉行政に御理解と御協力をいただき厚く御礼申し上げます。 

災害対策基本法の一部改正（平成２６年４月１日施行）において、避難行動要支援

者名簿の作成と提供が市長に義務付けられたことにより、避難行動要支援者名簿制度

を運用しています。皆様におかれましては、要支援者の見守りや地域の支援体制づく

りに御尽力いただき、誠にありがとうございます。 

つきましては、今年度も引き続き、自主防災会や民生委員、地域包括支援センター、

消防団等の関係者の方々と連携していただきながら、要支援者の支援について御協力

をお願いします。なお、制度の概要や今後の流れについては、下記を御確認ください。 
 

記 
 

１ 制度概要 

   高齢者や障がい者（避難行動要支援者）の名簿情報を平常時から地域関係者へ

提供し、日頃の見守りや災害時の地域の支援体制づくりを進める。 

  （※ただし、平常時から名簿情報を提供するためには本人の同意が必要であり、

市が本人に対して適宜同意確認を実施する。） 

 

２ 避難行動要支援者の対象者 

   在宅で生活し、下記のいずれかに該当する者 

    ア ひとり暮らし高齢者等登録者 

    イ 介護保険における要介護３～５の認定者 

    ウ 豊田市在宅重度心身障がい者手当の受給者 

    エ 身体障がい者手帳において、視覚・聴覚・下肢・体幹のいずれかが 

１級～２級の者 

    オ 上記に準ずる者で登録を希望するもの（老夫婦世帯、老々介護世帯など） 

 

３ 名簿の提供先（避難支援等関係者） 

   ①自治区（自治区長、自治区役員、組長、地域支援者など） 

   ②自主防災会（自主防災会長、自主防災会役員） 

   ③民生委員 

   ④地域包括支援センター（６５歳以上の人の情報のみ提供） 

   ⑤消防団 

   ⑥警察（豊田警察署、足助警察署） 

資料 ３ 

5 月区長便 



４ 今後の市の動きと地域の動き 

≪ 市 ≫ 

時 期 内 容 

４～５月 ・自治区、民生委員等の関係者へ協力のお願い 

６月 

（地区区長会） 

・関係者へ名簿の更新、提供 

・制度概要の説明及び個別支援台帳作成のお願い 

通年 
・新規同意者や死亡・転出等の情報を定期的に情報提供（変更通知） 

・各地区への訪問説明や活動支援（事例の展開） 

 

≪地域（スケジュール例）≫ 

時 期 内 容 

４～７月 ・自主防災会、民生委員等と地域の連携について話し合い 

６月 ・市から最新名簿の受け取り、古い名簿の返却 

通年 

・要支援者への声かけや見守り 

・個別支援台帳の作成、市へ写しの提供 

・防災訓練を通じた支援体制の強化 

※上記は参考スケジュールです。地域の実情に応じて、可能な範囲で  

支援の御協力をお願いします。 
 
 

５ その他 

  ①生涯学習出前講座に避難行動要支援者に関するメニューがあります。地域で勉

強会や検討会を開催する際にはぜひ御活用ください。 

  ②６月地区区長会に市職員が出席し、最新の名簿を提供いたします。できる限り、

オレンジ色ファイルを６月地区区長会に持参していただくようお願いします。 

なお、４・５月は多くの自治区・自主防災会が組織の引き継ぎ等で御多忙かと

思いますので、名簿内容の「変更通知」の送付を見合わせます。御承知おきく

ださい。 

 

 

 

 

 

 

 【問合せ】 

よりそい支援課  

電話：３４－６７９１ 

FAX：３３－２９４０ 

背表紙「避難行動要支援者

 

名
簿 

○○自治区」

 

ファイル見本 

★市職員が地区区長会
に出席します。 



 
 

事 務 連 絡 
令和７年４月２３日 

各自治区長 様 
豊田市長 太田 稔彦    

    （ 公 印 省 略 ）   
 
 

令和７年度全国一斉情報伝達訓練の実施について（依頼） 
 

日頃は、防災行政に御理解と御協力をいただきありがとうございます。 
 見出しのことにつきまして、防災行政無線を用いた全国一斉情報伝達訓練を下記のとお
り実施しますので、下記依頼内容への御協力をよろしくお願いします。 

 
記 
 

１ 目的・概要 
Ｊアラート（全国瞬時警報システム）を用いた全国一斉情報伝達訓練が実施されます。 
これは、国から送られてくる緊急情報を即時に市民に伝達させることを目的としてお

り、今回の訓練は、システムにより自動起動された防災行政無線の屋外拡声子局等から、
緊急地震速報及び国民保護情報の訓練放送が流れます。 

２ 日 時 
・令和７年 ５月２８日（水）午前１１時（国民保護情報） ※今回依頼する案件 
・令和７年 ６月１８日（水）午前１０時（緊急地震速報）  ６月区長便で通知予定 
・令和７年 ８月２０日（水）午前１１時（国民保護情報）  ８月区長便で通知予定 
・令和７年１１月 ５日（水）午前１０時（緊急地震速報） 10 月区長便で通知予定 
・令和７年１１月１２日（水）午前１１時（国民保護情報） 10 月区長便で通知予定 
・令和８年 ２月 ６日（金）午前１１時（国民保護情報）  1 月区長便で通知予定 

３ 周知方法 
  訓練の実施につきましては、５月２６日（月）及び２７日（火）に防災ラジオ及び緊 

急メールとよたで周知を行います。 
４ 依頼内容 

放送受信状況に関する調査票の回答（対象自治区のみ送付） 
※調査票の回答は自治区放送施設を有する自治区のみ対象となります。 

５ 放送内容 
  裏面のとおり 
６ 対象地域         

豊田市全域（防災行政無線屋外拡声子局２５６か所、防災行政無線の受信機を接 
続した自治区の放送施設及び防災ラジオを所持している世帯） 

 
 
 
 

連絡先  地域活躍部防災対策課システム基盤整備担当（奥村、山中） 
電 話（０５６５）３４－６７５０（直通）  
ＦＡＸ（０５６５）３４－６０４８ 

 

資料４ 
５月区長便 



 

     

 

 

 

訓練実施日時  
 

令和７年５月２８日(水) 午前 1１時 
 

Ｊアラート（全国瞬時警報システム）を用いた、情報伝達訓練が、全国一斉に実施されます。 
豊田市においては、Ｊアラート（全国瞬時警報システム）から受信した緊急情報を、防災行政

無線を用いて即時に住民の皆様へお伝えするための訓練を行います。 
当日の放送内容等は次のとおりです。 
情報伝達手段 内  容 

防災行政 
無線 
・ 

防災ラジオ 

 

 市内 256 か所に設置してある防災行政無線、防災行政無線の受信機を接続
した自治区の放送施設及び防災ラジオから、次の放送内容が一斉放送されま
す。 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
※放送内容は、電話で聞きなおすことができます。 
 フリーダイヤル （０１２０）３４－０１７４（通話料無料） 
 通常電話    （０５６５）３７－３５３０（通話料有料） 

当日の気象状況等によっては、訓練を中止する場合があります。 
 
 
 
 
 
 

 
【問合せ先】 
豊田市地域活躍部防災対策課 
電話 ０５６５－３４－６７５０ 

【放送内容】 
（チャイム） 

「これは、J アラートのテストです。」 
（×３回） 
「こちらは、ぼうさいとよたです。」 
（チャイム） 

 

（※）全国瞬時警報システム（Ｊアラート）とは、地震・津波などの災害や、武力攻撃など
の緊急情報を、国が人工衛星等を用いて送信し、市町村の防災行政無線等を自動起動するこ
とで、瞬時に住民のみなさんに伝達するシステムです。 



 
 

全国一斉情報伝達訓練における 
自治区放送施設受信状況について 

 
自治区番号   自治区 

 
全国一斉情報伝達訓練における防災行政無線受信機を接続した自治区放送施設の受信状

況について、６月４日（水）までに回答をお願いします。 
本調査票の提出は以下の連絡先まで電話、FAX 又はＥメールでお願いします。 
※正常に受信できた場合は調査票の提出は不要です。 
 

問 自治区放送施設の受信状況について 
【５月２８日（水）訓練放送】 
 
 
  ア 放送されなかった 
 

（放送施設名︓                    ） 
 
 
  イ その他（                    ） 
 

（放送施設名︓                   ） 
 
※ 複数の放送施設に、防災行政無線の受信機を接続してある自治区につきまして

は、（ ）内に放送施設名を記入してください。 
記入例（放送施設名︓○区民会館、○集会所、○公民館など） 

 
 
提出期限︓６月４日（水） 
 

連絡先 地域活躍部防災対策課システム基盤整備担当（奥村、山中） 
電 話（０５６５）３４－６７５０（直通） 
Ｆ Ａ Ｘ（０５６５）３４－６０４８ 
Ｅメール bousai@city.toyota.aichi.jp 

 

調査票 

mailto:bousai@city.toyota.aichi.jp














 
令和７年４月２３日 

 
自治区長 様 

豊田市長 太田 稔彦  
（公印省略） 

 
令和７年国勢調査における調査員の推薦について（お願い） 

 
日ごろは、統計調査にご理解とご協力をいただき誠にありがとうございます。 
令和７年１０月１日を調査期日として５年に１度の国勢調査が行われます。国勢調査

は、統計法に基づきすべての国民を対象に実施する、最も重要な統計調査です。 
調査にあたり、居住している世帯を漏れなく把握するためには、地域の実情に精通し

た皆様の協力が必要となります。 
つきましては、前回の令和２年国勢調査同様に、調査員としてご協力いただきたく 

下記のとおり調査員の推薦にご協力お願い申し上げます。 
 
 

記 
１ 依頼事項 
（１）調査区の地図を参考に、その区域を調査する調査員候補者をご推薦ください。 
 
 
 
 
 
（２）それぞれ配布する「国勢調査 調査員推薦名簿（裏面参照）」にご推薦いただく

調査員候補者について記入し提出してください。 
 
 
 
 
 
 

２ 提出期限 令和７年６月１３日（金） ※返信用封筒を配布 
 

 
３ 問合せ先 

豊田市役所総務部庶務課 統計担当 
電話３４－６９８６ ＦＡＸ３３－２２２１ 

資料７ 

※選考方法は、各自治区にお任せします。 
※お声がけの際には、調査員の仕事内容等が記載された「国勢調査 調査員に

ついて」を配布し、調査員協力の承諾をもらったうえで推薦してください。 

※前回の国勢調査以降の統計調査に従事した方、及び令和７年国勢調査員に応
募のあった方には事前に「調査員協力に係る意向確認」を行っています。ご
協力の意向が確認できた方については氏名等を印字しています。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別途配布する「自治区調査区地図」で調査区を番号で確認し、その区域を調査す

る調査員候補者について、「氏名」「性別」「生年月日「住所」「電話番号」の記入

をお願いします。 

 

 



様式集→Ⅲ巻_市からのお願い・お知らせ→（10）開発事業に係る手続等に関する条例 

開発事業手続条例による開発事業の周知手続の 

お知らせと違反開発通報のお願い 

 

１ 豊田市開発事業に係る手続等に関する条例の周知手続のお知らせ 

（１）条例の目的 

豊田市開発事業に係る手続等に関する条例は、周辺環境に影響を及ぼすおそれのある

開発事業に関し、市、開発事業者及び市民の役割や、開発事業者が行うべき住民への周

知手続、講ずべき措置等を定めることで、適切な開発事業の確保を図るため、平成２９

年１０月から施行されました。 

開発事業の種類 

 

（２）開発事業者の義務 

①関係法令

確認 

以下の手続を開始する前に、許可等の権限を有する処分庁に、開発事

業が法律に適合するものであるか否かについて、確認しなければなら

ない。 

②標識の 

設置 

事業区域内の道路に面した場所など見やすい場所に、開発事業の概要

を記した標識を設置しなければならない。 

③住民等 

への説明 
近隣住民及び自治区長に開発事業の概要を説明しなければならない。 

④説明会の

開催 

近隣住民、自治区長及び周辺住民から説明会の開催を求められたとき

は、説明会を開催しなければならない。 

⑤要望への

回答 

近隣住民、自治区長及び周辺住民から良好な住環境の保全のための要

望を記載した要望書が提出された場合は、回答しなければならない。 

近隣住民：事業区域からの距離が１０ｍ以内の区域の居住者、建築物の所有者又は占有者 

周辺住民：事業区域からの距離が５０ｍ以内の区域の居住者、土地の所有者 

１号 
道路、公園等の公共施設の整備を伴う開発行為で、区域の面積が５００平方

メートル以上（藤岡地区は１，０００平方メートル以上）のもの 

２号 
第一種特定工作物（コンクリートプラント等）の建設及び廃棄物処理施設の設

置 

３号 
市街化区域以外における土地の区画形質の変更で、区域の面積が１ヘクター

ルを超えるもの 

４号 
都市計画法の許可を必要とする開発行為で、区域の面積が５００平方メート

ル以上のもの 

５号 
高さが１５メートルを超え、かつ、延べ面積が２，０００平方メートル以上

である建築物の建築 

６号 長屋又は共同住宅であって、戸数が２５戸以上であるものの建築 

７号 病院、百貨店、ホテル等不特定多数の者を収容する建築物の建築 

８号 

土地の区画形質の変更で、区域の面積が１，０００平方メートル以上のもの 

（例）・土砂・粘土採取 ・太陽光発電設備の設置 

   ・谷の埋立や盛土 ・農地を資材置き場や駐車場へ転用すること 等 



様式集→Ⅲ巻_市からのお願い・お知らせ→（10）開発事業に係る手続等に関する条例 

 

（３）自治区長や近隣住民、周辺住民ができること 

①説明会の 

開催請求 

近隣住民、自治区長及び周辺住民は、開発事業者から開発事業の説明を

受けた日又は標識が設置された日のいずれか遅い日の翌日から起算し

て１４日以内に、開発事業者に説明会の開催を請求することができま

す。 

②要望書の 

提出 

近隣住民、自治区長及び周辺住民は、開発事業者から開発事業の説明を

受けた日又は説明会の開催日のいずれか遅い日の翌日から起算して１

４日以内に、開発事業に係る良好な住環境の保全のための要望を記載し

た要望書を、市長を経由して開発事業者に提出することができます。な

お、要望書には、開発事業に伴う具体的な懸念、開発事業者に要望する

具体的な対策を明確に記述してください。 

③相談・ 

あっせん 

近隣住民、周辺住民、自治区長及び事業区域に属する土地の所有者は、

開発事業者と意見の調整ができないときは、市に対して相談やあっせん

の申出をすることができます。 

 

（４）様式 

「説明会開催請求書」「開発事業に対する要望書」は、様式集ＣＤに掲載しています。 

 

２ 違反開発通報のお願い 

  開発事業によって、住環境に悪影響が生じている場合は、情報提供をお願いします。

情報提供に基づく調査で条例等の違反が確認できれば、是正指導を行います。 

 

 

 

 

 

 

３ 担当及び問合せ先   

開発調整課 （☎３４－６７４４） 

E-mail：kaihatsu@city.toyota.aichi.jp 

右の二次元コードから 

豊田市に情報提供する 

ことができます。 

ｽﾏｰﾄﾌｫﾝ等 

mailto:kaihatsu@city.toyota.aichi.jp


















 
令和７年４月２３日 

 
区長会役員 各位 

豊田市選挙管理委員会 
         委員長 倉橋 靖俊 

 

第２７回参議院議員通常選挙における投票管理者等の推薦の 
御協力について（事前案内） 

 
 
日頃は、選挙事務の執行につきまして、格別の御理解と御協力をいただき厚くお礼を申

し上げます。 
さて、令和７年７月２８日任期満了による『参議院議員通常選挙』が執行されます。 
現時点では期日は定まっておりませんが、御多忙のところ誠に恐縮ですが、下記のとお

り事前に案内をさせていただきますので、御協力をよろしくお願いします。 
なお、後日該当区長へ、詳細を文書にて正式に依頼します。 
 

記 
 

１『参議院議員通常選挙』依頼事項の概要 
（１）投票日当日における依頼内容・・・７月２０日（日）投票日予定 

  
①投票立会人 ２名の推薦 

「依頼先」 投票所の所在地の区長を代表者として推薦の依頼をします。 
（関係区長と協議のうえ推薦をお願いします。） 

   ・文書発送予定日・・・５月２１日（水）頃 
     （提出期限︓６月６日（金）） 
 
②投票所の使用依頼（自治区管理の区民会館等を使用する場合）  

「依頼先」 該当施設を管理する区長 
  ・文書発送予定日・・・５月２１日（水）頃 

       （提出期限︓６月６日（金）） 

 豊田・藤岡南地区の投票所 藤岡（藤岡南を除く）・小原・足助・
下山・旭・稲武地区の投票所 

投票時間 午前７時から午後８時 午前７時から午後６時 

裏面あり 

資料 ８ 
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（２）期日前投票における依頼内容 

 
①投票管理者 各日 １名の推薦 
②投票立会人 各日 ２名の推薦 ※一部の期日前投票場所（注） 

「依頼先」 区長会役員の中から本庁及び支所ごとに１名の方を代表者として推薦
の取りまとめの依頼をします。 

    （注）一部の期日前投票場所・・・藤岡・小原・足助・旭・稲武支所 
                    下山交流館 

・文書発送予定日・・・５月９日（金）頃 
       （提出期限︓５月３０日（金）） 
 
（３）選挙公報の配布依頼 
  参議院議員通常選挙の選挙公報(選挙区・比例代表の２種類)が発行されます。 

広報とよたと同じ方法で自治区に配布しますので、大変恐縮ですが、各家庭への配布
をよろしくお願いします。 

◎各自治区への配布予定日・・・７月９日（水）〜１１日（金）頃 
なお、愛知県から配送計画が示された段階で区長又は広報委員へ詳細な文書を発送し

ます。 
 

２ 投票管理者及び投票立会人の主な仕事について 
（１）投票管理者の主な仕事について 

①投票所において、選挙人に正しい投票を行わせるようにするとともに、投票事務が
公正適確に処理されているか、投票の秘密が守られ、投票所内の秩序が十分保たれ
ているかどうか等について常に注意してください。 

②投票管理者とその職務代理者（市職員）は、投票事務の内容及びその進め方等につ
いて打ち合わせるとともに、公正適確に処理をしてください。 

（２）投票立会人の主な仕事について 
①投票事務が公正、適確かつ迅速に処理され、選挙人が自由な意思に従って投票する

ことができるよう、投票管理者に協力してください。 
  ②投票手続きの全般について立ち会ってください。 
 
■  選挙の動向については、今後の国会の動きを注視してくださるようお願いします。 

 
（問合せ先︓豊田市選挙管理委員会事務局 電話番号 ３４－６６６７（直通）） 

 本庁、高橋・上郷・高岡・猿投・ 
松平・藤岡支所 

小原・足助・旭・稲武支所 
下山交流館 

投票期間 
（予定） 

公示日の翌日から１６日間 
７月４日（金）〜７月１９日（土） 

投票日前日までの８日間 
７月１２日（土）〜７月１９日（土） 

投票時間 午前８時３０分から午後８時 午前８時３０分から午後７時 



 
令和 7 年 4 月 23 日 

 
自治区長 各位 

 
豊田市魅力創造部 
観光誘客推進課長 酒井 一裕 

 
名古屋グランパス盆踊りプロジェクト「チアグランパス」の派遣について 

（ご案内） 
 

日頃は、市政に対し御理解と御協力を賜り厚くお礼申し上げます。 
みだしのこのことにつきまして、名古屋グランパス盆踊りの普及活動を通じて、よ

り一層の地域のつながりや一体感の醸成につなげていただければと考えております。 
 つきましては、地域の夏祭りに、盆踊りを盛り上げるための「チアグランパス」を
ぜひ御活用いただきたく御案内いたします。 
 どうぞよろしくお願いいたします。 

記 
 
１ 対  象  自治区またはコミュニティ内での夏祭り 
 
２ 派遣可能期間  令和７年６月１日（日）〜８月３１日（日） 
 
３ 内  容  「チアグランパス」によるグランパス音頭の指導・チアパフォーマ 

ンス 
 
４ 申込方法  別紙「申込書」に必要事項を記入し、メールで提出 
 
５ 申込締切  令和７年７月３１日（木） 
 
６ そ の 他  ・試合日や他のイベントと重なっている等の理由で、派遣できない 

場合もございます。あらかじめ御了承ください。 
・詳細は、添付の（株）名古屋グランパスエイト案内文を御確認く 

ださい。 
 
 
 

【連絡先】 
豊田市魅力創造部 観光誘客推進課 原田 
(ＴＥＬ) ３４―６７５８  (ＦＡＸ)  ３２―９７７９ 

（ E-mail ）kankou@city.toyota.aichi.jp    

資料９ 
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名古屋グランパス盆踊りプロジェクト「チアグランパス」の派遣について（ご案内） 

日頃は名古屋グランパスの活動に対しご理解、ご協力をいただき誠にありがとうございます。 
弊社では 2019 年から「鯱の大祭典」を実施しております。鯱の大祭典は"尾張と三河がひとつになり、街への誇りと、 

人と人のつながりを生み出す"をコンセプトに、スタジアム以外でも街と一体となった取り組みを実施してきました。 
その一環として、グランパスオリジナル盆踊り「グランパス音頭」の普及活動を通じて、地域の皆様とともにより一層の地元 

とのつながりや一体感をつくりたいと考えております。つきましては豊田市内の地域の夏祭りの盛り上げに是非チアグランパス
をご活用いただけると幸いです。 ご理解・ご協力の程、よろしくお願い申し上げます。 
 
【グランパス音頭とは】 
鯱の大祭典が人と人のつながりを作り出し、地域の代表的なお祭りに成長していけるようにという想いから日本民踊研究会
と一緒に制作したオリジナル盆踊り。スタジアムやイベントにてチアグランパスやグランパスくんが踊って盛り上げます。 
 
１ 対象 
  豊田市自治区またはコミュニティ内での夏祭り 
 
２ 派遣可能期間 
  2025 年 6 月 1 日から 2025 年 8 月 31 日まで 
 
３ 派遣内容 
   名古屋グランパス公式チアチーム「チアグランパス」がお祭りにてグランパス音頭のレクチャーをしながら一緒に踊ります。 

またチアパフォーマンスも披露いたします（所要時間は 15〜20 分程度を想定。ご相談に応じます。）。 
 
4 チアグランパス派遣費用   

無償で派遣させていただきます。 ※チアグランパスの派遣人数は２〜3 名（予定）となります。 
 

5 申し込みの流れ 
① 電話（052-261-2662）にて空き状況の確認 
② 別紙の申込書に必要事項を記入し、メールまたは FAX にて事務局へ 
③ 事務局担当者から連絡させていただき、打ち合わせを行う。 

 
6 備考 

・名古屋グランパスホームゲーム開催日や他のイベントスケジュールと重なっている場合等により派遣できない 
可能性がございます。先着順にて、派遣枠を押さえますので、検討いただける場合は、いったん、お電話等
にて、空き状況の確認をお願いします。 

   ・着替えが可能な控室のご準備をお願いいたします。 
・派遣内容の詳細に関しては別途ご相談させてください。 

 
7 申込方法及び申込期間 

別紙「申込書」に必要事項を記入しメール、FAX でご提出ください。 
申込締切︓2025 年 7 月 31 日（木） 
 

＜問い合わせ／申し込み＞ 
㈱名古屋グランパスエイト チアグランパス事務局  
委託先︓(有)ザットインターナショナル 松下  
電話︓052-261-2662  E-mail︓grampus@zat.co.jp 

 



                                     
  

 
 
 
 
 
 
 

令和年  月  日 
 

名古屋グランパス盆踊りプロジェクト「チアグランパス」の派遣申込書 
 

下記のとおり、チアグランパス派遣の申込をいたします。 

組織名  

御担当者名  

住 所  

電話番号/FAX                                ／ 

担当者メールアドレス  

 

イベント名  

イベント日時 

～イベント全体の日時を記入～ 
 月    日 （  ） 時 ～ 時 

グランパス音頭パフォーマンス時間 

～イベント内でのグランパスの時間を記入～ 
 時 ～ 時 

チアグランパス控室 

※外から見えない場所をご用意ください 
必須（専用控室をご用意ください。控室合同の場合は事前に御相談ください。） 

ステージ、櫓の大きさ  

音響機器の有無 CD 音源での再生（  可  ・  不可   ）   マイク本数（   本） 

グランパスの幟・フラッグ掲出       可  ・  不可    要相談（                       ） 

想定参加人数 100 人以下 ・ 101 人～500 人 ・ 501 人～1000 人 ・ 1000 人以上 

告知について グランパス公式 HP・チアグランパス公式 Instagram にて告知いたします。 

スタッフ駐車場 スタッフ用に２台ご用意をお願いします。 

スタッフ集合時間 イベント開始の１時間前までにスタッフが会場へ到着します。 

 

＜チアグランパス派遣申込についての問い合わせ＞ 

㈱名古屋グランパスエイト チアグランパス事務局 

（ ( 有 ) ザ ッ ト イ ン タ ー ナ シ ョ ナ ル  松 下 ）   

E-mail アドレス：grampus@zat.co.jp 

 

 

【送付先】㈱名古屋グランパスチアグランパス事務局 

E-mail アドレス： grampus@zat.co.jp 

＊イベント実施日の 30 日前までにお申し込みください。 

mailto:grampus@zat.co.jp
mailto:grampus@zat.co.jp


令和７年４月 23 日 
 

豊田市区長会役員 様 
 

都市整備部 開発調整課 
課長 大光 圭二 

 
 

「豊田市開発事業に係る手続等に関する条例」「盛土規制法」の 
周知について（依頼） 

 
 

日頃は、市政に御理解と御協力いただき、厚くお礼申し上げます。 

見出しの条例制度の更なる御理解をいただき、安全・安心で快適なまち

づくりにつなげるため、５月又は６月の各地区区長会で条例制度の内容

等を順次説明しますので、御協力をお願いします。 
 
 
 
 
 

《問合せ先》 
豊田市役所 都市整備部 開発調整課 
監視啓発担当 山田、河北 
TEL︓0565-34-6744（直通） 
FAX︓0565-34-6011 

資料 10 



                              豊こ 若 発第 ４号 
                         令和７年４月２３日 

 
地区コミュニティ会議会長 様 
 
                             豊田市長 太田 稔彦 

 （ 公 印 省 略 ） 
 
 

二十歳のつどい検討委員会での検討結果について（報告） 
 

春陽の候、ますます御清祥のこととお慶び申し上げます。 
日ごろは、当市の青少年健全育成事業に対して多大なる御理解と御協力をいただき、厚

くお礼申し上げます。 
さて、令和７年３月５日に区長会代表の方や二十歳代表の方などの関係者に御参加いた

だき、二十歳のつどい検討委員会を開催したことを受けて、別紙のとおり報告します。 
なお、今年度開催する令和８年二十歳のつどいから、今回の検討結果に基づき式典を開

催いたしますので、御承知おきください。 
 
 
 
 
 
 
 

【連絡先】 
豊田市こども・若者政策課 清水、大澤 
電 話︓３４－６６３０ 
ＦＡＸ︓３４－６９３８ 
E-mail︓kowaka@city.toyota.aichi.jp  
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会場設営費の区分 上限金額
ベース金額 ６万円
養生代（加算分） ３６万円
暖房借用代（加算分） ２１万円

令和６年度二十歳のつどい検討委員会 検討結果 
 

０ 二十歳のつどいの開催意義 
（１）開催目的 
  ①社会全体で若者の成長を祝う 
  ②若者の社会人としての自覚と地域への愛着心を育む 
  ③若者が進んで社会に参加する動機付けの機会とする 

 
１ 会場について 
  ・地区開催方式で、二十歳のつどいを通じて地域との繋がりや関わりを持つことや地域の魅力の再認識

に繋がると考えられるため、地区分散方式での開催を継続する。 
   ＜参考︓二十歳のつどい参加者アンケート＞ 
 
 
 
 
 
  ・次回検討委員会においても、今後の情勢を踏まえて中央集中方式等による開催の是非を検討する。 
 

２ 記念品について   
・令和８年（7 年度）は、記念品代を 1 人 1,500 円に増額する。 

   ・今後の方向性については、引き続き協議を継続する。 
 
３ 委託費について 
  ①物価高騰に合わせた予算総額を増額する 
   ・令和７年度の記念品代は、物価高騰やラッピング代を考慮し、一人当たり 1,500 円とするほか、

人数見込みの積算を増やし、予備分の予算も確保する。 
   ・令和７年度の会場設営費は、物価高騰を考慮し、下表の金額に増額する。 
   ・今後数年間、物価高騰に合わせ、予算総額の増額する。 
 

 費目名 金額 
式典費 上限９万円 
実行委員会費 上限８万円 
記念行事費 上限 11 万円＋（500 円×人数見込み） 
記念品代 1,500 円×人数見込み 
（会場設営費） 見積額（上限額は会場区分ごとに設定） 
（会場使用料） 見積額（上限額 20 万円） 
（看板製作費） 見積額（上限 12 万 4 千円） ※経年劣化等により更新が必要な場合 

   
 
 
 
 

令和７年４月２３日 
こども・若者政策課 

地域のお祭りの
手伝い

地域でのボラン
ティア活動（立哨
や花壇の整備な
ど）

交流館主催の
ふれあいまつりな
どへの手伝い

地域会議などへの
出席（月に１回程
度の参加）

その他

135 37 45 9 17

地域での活動で今後どのようなものなら参加したいと思いますか
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②使途のルールを緩和する 
 ・市費を財源とし、特定の人に対して多大な品物を贈与することは市費の使途として相応しくないが、

市費を執行しないのであれば、ビンゴの実施は可能とする。 
 ・空気が乾燥する時期の長時間の開催かつ話をする場面が多いため、飲料代を式典費や記念行事代か

ら執行可能とする。 
③流用のルールを緩和 

   ・記念品代への流用や、会場設営費からの流用以外は流用可能とする（記念品代を流用元にすることや会
場設営費への流用は可）。 

   ・予算全体から 1 万円以上余った場合は、市に返還。 
 
４ メタバース二十歳のつどいについて 

・開催日︓令和 8 年 1 月 17 日（土）又は 18 日（日） ※夜間を想定 
  ・対象者︓令和 7 年度に 20 歳を迎える若者のうち、参加を希望する方 
  ・告知方法︓広報とよた 8 月号にて告知 
  ・参加申込方法︓市のホームページ上にて参加申込 
 

５ 写真アップロードサービスについて 
   令和８年（７年度）以降、写真アップロードサービスを実施できるように検討する。 

 



 

令和７年４月２３日 

自治区長 様 

交通安全防犯課長 菊池 雄 

 

第８次豊田市防犯活動行動計画について（情報提供） 

 

日頃は、防犯活動の推進に格段の御理解と御尽力をいただき、厚く御礼申し上げ
ます。 

さて、令和７年度から令和９年度を計画期間とする「第８次豊田市防犯活動行動
計画」を策定しました。つきましては、計画の概要について情報提供させていただ
きます。 

 

 

 

 

＜問合せ＞ 
豊田市役所 地域活躍部 交通安全防犯課 田中 

                                電話  ３４－６６３３ 
FAX  ３２－３７９４ 
メール bouhan@city.toyota.aichi.jp 

資料１２ 
５月区長便 

mailto:bouhan@city.toyota.aichi.jp
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豊田市は、豊田市犯罪のないまちづくり条例（平成１８年条例第８０号）第１２条に基づき、犯罪の

ないまちづくりに関する施策を体系的に推進していくため、防犯活動行動計画を策定しています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
１ 計画期間 2025 年度〜2027 年度（令和 7 年度〜令和 9 年度） 

２ 目 標 犯罪のない安心して生活することのできるまちづくりを目指し、 
刑法犯認知件数を再び減少に転じさせる（基準値︓2024 年 2,219 件） 

「住宅対象侵入盗」「自動車関連窃盗」「自転車盗」「特殊詐欺」を重点的に減少させる 

３ 基本方針・重点取組項目 
基本方針 重点取組項目 主な推進事業 

Ⅰ 地域防犯力の向上  
[評価指標] 

・防犯リーダー数↗ 
・防犯カメラ運用自治区数↗ 

１ 担い手の育成・創出  
２ 自主防犯活動の支援・促進 
３ 防犯環境整備の促進 
４ 関係機関との連携・協力 

・防犯リーダー養成講座の実施【新規】 
・ながら防犯活動の促進【新規】 
・自治区向け防犯カメラ短期設置事業【新規】 

Ⅱ 防犯意識の醸成  
[評価指標] 

・無施錠被害率・件数↘ 

５ 施錠+１習慣の醸成     
６ 子どもの防犯意識の醸成  
７ 高齢者の防犯意識の醸成 
８ 防犯情報の提供 

・小・中・高生対象自転車施錠啓発【新規】 
・子どもの防犯教室（全校対象） 
・高齢者世帯訪問（全75歳以上対象） 
・防犯アプリ「アイチポリス」導入促進【新規】 

Ⅲ 犯罪の起きにくい 
環境づくり 
[評価指標] 

・市民の安心感↗ 

９ 防犯環境整備の推進 
10 巡回活動の強化 

・主要交差点等防犯カメラ整備 
・市営駐輪場の防犯環境整備 
・疑似パトによる青パト巡回【拡充】 

Ⅳ 犯罪被害者等の支援 
 

11 支援体制の構築・支援 
12 市民への理解促進 

・犯罪被害者等見舞金の給付【新規】 
・犯罪被害を学ぶ講演・職員研修【新規】 

第８次豊田市防犯活動行動計画の策定について【概要】 

刑法犯認知件数の推移 

第８次豊田市防犯活動行動計画の概要 
 

[県内ﾜｰｽﾄ順位]69 市区町村中 
■認知件数 
1 中区 3,488 
2 中村区 2,373 
3 豊田市 2,219 

■犯罪率※ 
51 豊田市 5.34 
55 豊橋市 5.15 
57 岡崎市 4.94 

※人口 1,000 人当たりの件数 
第 1 次 第２次 第３次 第４次 第５次 第６次 第７次 



 
重点取組項目 推進事業 

１ 担い手の育成・創出支援 ① 防犯リーダー養成講座の実施【新規】 
② 防犯ボランティア・ステップアップ講座の実施 
③ 防犯功労者・団体表彰 
④ ながら防犯活動の促進【新規】 

２ 自主防犯活動の支援・促進 ⑤ 自主防犯活動用物品の支給 
⑥ 青色防犯パトロール活動への支援 
⑦ 犯罪のないまちづくり活動自主研修会への支援 

３ 防犯環境整備の促進 ⑧ まちの防犯診断の推進 
⑨ 防犯カメラ短期設置事業【新規】 
⑩ 防犯設備整備費補助金制度 

４ 関係機関との連携・協力 ⑪ 警察署と連携した啓発 
⑫ 地域安全活動事業に関する協定（防犯協会への負担金） 
⑬ 防犯ネットワーク会議構成団体間の連携 
⑭ 安全なまちづくり市民大会  
⑮ パートナーシップ協定締結事業者等との連携による啓発 

５ 施錠＋１習慣の醸成 ⑯ 小・中・高生対象の自転車施錠啓発【新規】 
⑰ 自転車・自動車・住宅の施錠+１（プラスワン）の対策啓発 
⑱ 住宅の防犯診断 

６ 子どもの防犯意識の醸成  ⑲ 新入学児童への防犯ブザー配付 
⑳ 子どもの防犯教室 

７ 高齢者の防犯意識の醸成 ㉑ 高齢者世帯訪問の推進 
㉒ 高齢者団体への防犯講話 
㉓ 特殊詐欺被害等防止機器購入費補助金制度 

８ 防犯情報の提供 ㉔「緊急メールとよた」による迅速な防犯情報の提供 
㉕ ホームページ・広報・回覧による防犯情報の提供 
㉖ 出前講座による防犯情報の提供 
㉗ 防犯アプリ「アイチポリス」の導入促進【新規】 

９  防犯環境整備の推進 ㉘ 主要交差点防犯カメラの設置・管理 
㉙ 市営駐輪場の防犯環境整備 

１０  巡回活動の強化  ㉚ 通学路の青色防犯パトロール 
㉛ 深夜の青色防犯パトロール（疑似パトによる巡回）【拡充】 
㉜ 地域安全指導員による青色防犯パトロール 
㉝ 広報車両による特殊詐欺被害防止等青色防犯パトロール 

１１  支援体制の構築・支援 ㉞ 総合的対応窓口の設置【新規】 
㉟ 犯罪被害者等見舞金の給付【新規】 
㊱ 犯罪被害を学ぶ職員研修【新規】 

１２  市民への理解促進 ㊲ 市民向けの広報啓発【新規】  

４ 推進事業 

※第８次豊田市防犯活動行動計画（本編）は、豊田市ホームページで公表しています。 


